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第１章 はじめに 
 

１－１ 目的 
 

女性の力については、日本の 大の潜在力であり、企業や行政、地域等でもっ

と女性が活躍できれば、多様な価値観や創意工夫が生まれ、社会全体に活力が生

じ、女性のみならず全ての人にとって暮らしやすい社会づくりにつながると考え

られている。 

政府ではこれまで、男女共同参画、女性活躍推進を 重要政策の一つに位置づ

け、平成 27 年（2015 年）6 月に「女性活躍加速のための重点方針 2015」を策定、

8 月 28 日には、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる「女

性活躍推進法」も成立している。この法律は企業等に対し、現在の女性の活躍状

況の把握をした上で行動計画をつり、取組に関する情報開示を進めていくことを

求める法律である。 

その後、「第４次男女共同参画基本計画」（平成 27 年（2015 年）12 月 25 日閣議

決定）、「第５次男女共同参画計画」（令和 2 年（2020 年）12 月 25 日閣議決定）が

策定され、男女共同参画の取組がなされている。 

第２次岸田内閣（令和 3 年（2021 年）11 月 10 日発足）では、男女共同参画に

ついて「我が国の現状は、諸外国に比べて大変立ち遅れており、その背景には男

女間の賃金格差や固定的な性別役割意識など、構造的問題がある」と指摘し、「女

性の経済的自立」を、「新しい資本主義」の中核と位置づけている。 

そこで本調査においては、現在の女性の自立の実態を明らかにするとともに、

女性の自立に向けた各種の支援制度の整理及び分析を行い、支援制度の問題点と

課題を抽出することを目的するものである。 
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１－２ 背景 

１．男女共同参画社会基本法（平成 11 年（1999 年）） 

（１）男女共同参画社会基本法策定の経緯 

※三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」ＨＰ 

日本の男女共同参画に向けた歩みは、戦後、婦人参政権獲得や日本国憲法の

制定を出発点とし、昭和 50 年（1975 年）の国際婦人年とそれに続く国連婦人

の 10 年の取組、昭和 60 年（1985 年）の女子差別撤廃条約批准と男女雇用機会

均等法制定、国内推進体制の整備や国内行動計画の策定と続く。 

男女共同参画社会基本法の制定につながるきっかけは、平成 7 年（1995 年）

に北京で開催された第 4 回世界女性会議であった。北京女性会議には、190 の

国や地域、多数の国連機関や NGO の代表が参加し、女性のエンパワーメントに

向けて 2000 年までに取り組むべき課題を示す「北京宣言及び行動綱領」が採択

された。日本からも、首席代表の野坂浩賢内閣官房長官（女性問題担当）以下

80 名の政府代表団が参加したほか、同時に開かれた女性 NGO フォーラムに日本

各地から 5 千名もの女性が参加した。この北京女性会議を契機として高まった

気運が、日本の男女共同参画の進展のための新たな推進基盤の構築を促すこと

となった。 

この北京女性会議の成果を活かし、総理府男女共同参画審議会（縫田曄子会

長）は、平成 8 年（1996 年）に「男女共同参画ビジョン～21 世紀の新たな価値

の創造～」の答申をまとめ、これを踏まえて男女共同参画推進本部は新たな国

内行動計画である「男女共同参画 2000 年プラン」を策定した。この男女共同参

画ビジョンにおいては、男女共同参画社会の実現を促進するための基本的な法

律の制定を早期に検討することについて提言している。 

平成 9 年（1997 年）に男女共同参画審議会設置法が成立し、男女共同社会が

初めて法律上定義された。そして、橋本総理は「男女共同参画社会の実現を促

進するための方策に関する基本的事項について」を同審議会（岩男寿美子会長）

に諮問し、平成 10 年（1998 年）には、同審議会に基本法検討小委員会（古橋

源六郎小委員長）が設置された。同年 11 月には、「男女共同参画社会基本法に

ついて～男女共同参画社会を形成するための基礎的条件づくり～」の答申がと

りまとめられ、これを基に男女共同参画社会基本法案が作成され、平成 11 年

（1999 年）2 月に国会に提出された。 
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第 4 回世界女性会議 北京宣言 

 

1 我々，第 4 回世界女性会議に参加した政府は， 

2 国際連合創設 50 周年に当たる 1995 年 9 月，ここ北京に集い， 

3 全人類のためにあらゆる場所のすべての女性の平等，開発及び平和の目標を推進す

ることを決意し， 

4 あらゆる場所のすべての女性の声を受けとめ，かつ女性たち及びその役割と環境の

多様性に留意し，道を切り開いた女性を讃え，世界の若者の期待に啓発され， 

5 女性の地位は過去十年間にいくつかの重要な点で進歩したが，その進歩は不均衡で，

女性と男性の間の不平等は依然として存在し，主要な障害が残っており，すべての

人々の安寧に深刻な結果をもたらしていることを認識し， 

6 また，この状況は，国内及び国際双方の領域に起因し，世界の人々の大多数，特に

女性と子どもの生活に影響を与えている貧困の増大によって悪化していることを認

識し， 

7 無条件で，これらの制約及び障害に取り組み，世界中の女性の地位の向上とエンパ

ワーメント（力をつけること）を更に進めることに献身し，また，これには，現在及

び次の世紀へ向かって我々が前進するため，決意，希望，協力及び連帯の精神による

緊急の行動を必要とすることに合意する。 

 

我々は，以下のことについての我々の誓約（コミットメント）を再確認する。 

 

8 国際連合憲章に謳われている女性及び男性の平等な権利及び本来的な人間の尊厳並

びにその他の目的及び原則，世界人権宣言その他の国際人権文書，殊に「女子に対す

るあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」及び「児童の権利に関する条約」並びに

「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」及び「開発の権利に関する宣言」。 

9 あらゆる人権及び基本的自由の不可侵，不可欠かつ不可分な部分として，女性及び

女児の人権の完全な実施を保障すること。 

10 平等，開発及び平和の達成を目的とするこれまでの国際連合の会議及びサミット

― 1985 年のナイロビにおける女性に関するもの，1990 年のニュー・ヨークにおけ

る児童に関するもの，1993 年のウィーンにおける人権に関するもの，1994 年のカイ

ロにおける人口と開発に関するもの，及び 1995 年のコペンハーゲンにおける社会開

発に関するもの ― でなされた合意と進展に基礎を置くこと。 

11 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」の完全かつ効果的な実施を達成する

こと。 

12 思想，良心，宗教及び信念の自由に対する権利を含む女性のエンパワーメント及び

地位向上，したがって，女性及び男性の個人的又は他の人々との共同体における，道

徳的，倫理的，精神的及び知的なニーズに寄与し，それによって，彼らに，その完全

な潜在能力を社会において発揮し，自らの願望に従って人生を定める可能性を保障す

ること。 

 

我々は，以下のことを確信する。 

 

13 女性のエンパワーメント及び意思決定の過程への参加と権力へのアクセス（参入）

を含む，社会のあらゆる分野への平等を基礎にした完全な参加は，平等，開発及び平

和の達成に対する基本である。 

14 女性の権利は人権である。 

15 男性と女性による平等な権利，機会及び資源へのアクセス，家族的責任の公平な分

担及び彼らの間の調和のとれたパートナーシップ（提携）が，彼ら及びその家族の安

寧並びに民主主義の強化にとってきわめて重要である。 

16 持続する経済発展，社会開発，環境保護及び社会正義に基づく貧困の根絶は，経済

社会開発への女性の関与及び平等な機会並びに人間中心の持続可能な開発の行為者

及び受益者双方としての女性及び男性の完全かつ平等な参加を必要とする。 

17 すべての女性の健康のあらゆる側面，殊に自らの出産数を管理する権利を明確に認
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め再確認することは，女性のエンパワーメントの基本である。 

18 地方，国，地域及び世界の平和は達成可能であり，あらゆるレベルにおける指導性，

紛争解決及び永続的な平和の促進のための主要な勢力である女性の地位向上と，固く

結びついている。 

19 あらゆるレベルにおいて，女性のエンパワーメント及び地位向上を促進するであろ

う効果的，効率的，かつ相互に補強しあうジェンダー（社会的，文化的性差）に敏感

な開発政策及びプログラムを含む政策及び計画を，女性の完全な参加を得て，立案，

実施，監視することが必須である。 

20 市民社会のあらゆる行為者，殊に女性のグループ及びネットワークその他の非政府

機関（NGO）並びに地域に基礎を置く団体が，それらの自治を十分に尊重した上で，

政府との協力に参加し寄与することは，行動綱領の効果的な実施及びフォローアップ

にとって重要である。 

21 行動綱領の実施には，政府及び国際社会のコミットメント（関与）が必要である。

世界会議で行われたものを含め，行動のための国内的及び国際的なコミットメント

（誓約）を行うことにより，政府及び国際社会は女性のエンパワーメント及び地位向

上のための優先的な行動を取る必要性を認める。 

 

我々は，以下のことを決意する。 

 

22 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」の目標を今世紀末までに達成するた

めの努力及び行動を強化する。 

23 女性及び女児がすべての人権及び基本的自由を完全に享受することを保障し，これ

らの権利及び自由の侵害に対し効果的な行動を取る。 

24 女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃するために必要なあらゆる措置

をとり，男女平等と女性の地位向上及びエンパワーメントに対するあらゆる障害を除

去する。 

25 男性に対し，平等に向けてのあらゆる行動に完全に参加するよう奨励する。 

26 雇用を含め女性の経済的自立を促進し，経済構造の変革による貧困の構造的な原因

に取り組み，開発の重要な行為者として，農村地域における者を含めあらゆる女性の

生産資源，機会及び公共サービスへの平等なアクセスを保障する。 

27 女児及び女性のために基礎教育，生涯教育，識字及び訓練，並びに基礎的保健医療

（プライマリー・ヘルスケア）の提供を通じて，持続する経済成長を含め，人間中心

の持続可能な開発を促進する。 

28 女性の地位向上のための平和を確保する積極的な手段を講じ，平和運動において女

性が果たしてきた主要な役割を認識しつつ，厳正かつ効果的な国際的管理の下に，全

面的かつ完全な軍備縮小に向けて積極的に働き，あらゆる側面から核軍縮及び核兵器

の拡散防止に寄与する普遍的かつ多国間で効果的に実証し得る包括的核実験禁止条

約の締結に関する交渉を遅滞無く支援する。 

29 女性及び少女に対するあらゆる形態の暴力を阻止し，撤廃する。 

30 女性及び男性の教育及び保健への平等なアクセス及び平等な取扱いを保障し，教育

を始め女性のリプロダクティブ・ヘルスを促進する。 

31 女性及び少女のあらゆる人権を促進し，保護する。 

32 人種，年齢，言語，民族，文化，宗教，障害のような要因の故に，あるいは先住民

であるために，エンパワーメント及び地位向上に対する多様な障害に直面しているす

べての女性及び少女のあらゆる人権及び基本的自由の平等な享受を保障するための

努力を強化する。 

33 殊に女性及び少女を保護するため，人道法を含む国際法の尊重を保障する。 

34 あらゆる年齢の少女及び女性の潜在能力を 大限に開発し，すべての人々のためよ

り良い世界を構築するため彼らが完全かつ平等に参加することを保障し，開発の過程

における彼らの役割を促進する。 

 

我々は，以下のことを決意する。 
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35 女性及び少女の地位向上及びエンパワーメントを促進する手段として，なかでも国

際協力を通じて，土地，信用保証，科学技術，職業訓練，情報，通信及び市場を含む

経済的資源への平等なアクセスの恩恵を享受する能力を高めることを含め，女性の経

済的資源への平等なアクセスを確保する。 

36 政府，国際機関及びあらゆるレベルの団体の強力なコミットメント（関与）を必要

とするであろう行動綱領の成功を確保する。我々は，経済開発，社会開発及び環境保

護は，相互に依存し，持続可能な開発の相互に強め合う構成要素であり，それは，あ

らゆる人々のためにより良い生活の質を達成するための我々の努力の枠組みである

ことを深く確信する。環境資源を持続的に活用するために，貧しい人々，殊に貧困の

中に暮らす女性の能力を高めることを認める公平な社会開発は，持続可能な開発に対

する必要な基盤である。我々は，また，持続可能な開発に関連する基盤の広い，持続

する経済成長は，社会開発と社会正義を維持するために必要であることを認識する。

行動綱領の成功には，また，国内及び国際レベルでの資源並びに女性の地位向上のた

めの多国間，二国間及び民間の財源を含む入手可能なあらゆる資金提供の仕組みから

の開発途上国に対する新規かつ追加的資源の十分な動員，国内，小地域，地域及び国

際機関の能力を強化するための財政的資源，平等な権利，平等な責任及び平等な機会

への，また，あらゆる国内，地域及び国際機関及び政策決定過程における女性及び男

性の平等な参加へのコミットメント（関与），世界の女性に対する責任のために，あ

らゆるレベルにおける仕組みの創設又は強化を必要とするであろう。 

37 また，移行期経済の諸国における行動綱領の成功を確保し，そのために引き続き国

際協力及び援助を必要とするであろう。 

38 我々は，ここに，以下の行動綱領を採択し，政府としてこれを実施することに責任

を負うとともに，我々のあらゆる政策及び計画にジェンダーの視点が反映されるよう

保障する。我々は，国際連合システム，地域及び国際金融機関，その他関連の地域及

び国際機関並びにあらゆる女性及び男性のみならず非政府機関に対し，また，市民社

会のあらゆる部門に対し，それらの自主性を十分尊重した上で，政府と協力して行動

綱領の実施に対し，十分に責任を負い，この行動綱領の実施に寄与することを強く要

請する。 

第 4 回世界女性会議 行動綱領（第４章 戦略目標及び行動 F 女性と経済） 

150.女性及び男性の自らの社会の経済構造へのアクセス及びその構造に対して権力を

行使する機会には，かなりの格差がある。世界の大半の地域で，財政，金融，商業そ

の他の経済政策並びに税制及び賃金決定規則の策定を含む経済的な意思決定に，女性

は参加していないも同然もしくは不十分な参加状況である。個々の女性及び男性が，

なかでも自分の時間をどのように有償と無償の仕事に割り振りするかという点につ

いて決定を行うのは往々にしてこのような政策の枠組み内においてであるから，これ

らの経済構造及び政策の実際の進展状況が，個人及び家庭レベル並びに社会全体の中

での，女性及び男性の経済資源へのアクセス，経済力，ひいては，彼らの間の平等の

程度に直接の影響を与えている。 

151.多くの地域で，公式及び非公式の労働市場における有償労働への女性の参入が，過

去 10 年の間にかなり増加し，変化した。女性は依然として農業及び漁業に従事する

一方，零細及び中小企業に関わる女性も次第に増え，ある場合には，拡大しつつある

非公式部門で，さらに支配的な存在になってきている。とりわけジェンダーに基づく

不平等から生じる困難な経済状況と交渉力の欠如のために，多くの女性が，低賃金と

悪い労働条件を受け入れてこざるを得ず，したがって，往々にしてより望まれる労働

者になった。一方では，自らの権利に目覚めてそれを要求するようになるにつれ，自

らの選択で労働力に参入してきた。首尾よく職場に進出して昇進を果たし，賃金と労

働条件の改善に成功した女性たちもいる。しかし女性は，経済状況及び経済再編の過

程によって特に影響を被ってきたが，それらは，雇用の性質を変え，場合によっては

専門職及び熟練女性さえ職を失うという結果をもたらした。更に，多くの女性が他に

機会がないために非公式部門に入ってきた。構造調整計画，融資及び補助金の条件を

決定し，政府と協同してそれらの目標を設定する多国間機関の政策策定過程には，女
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性の参加やジェンダーへの関心は依然として大いに欠如しており，それらが組み入れ

られるべきである。 

152.教育及び訓練，雇用及び報酬，昇進及び配転の慣行における差別に加え，融通の効

かない労働条件，生産資源へのアクセスの欠如，及び家族的責任の不十分な分担が，

保育のようなサービスの欠如又は不足と相まって，女性の雇用，経済的，専門職業的

その他の機会と女性の移動性を依然として制限し，それらへの女性の関与をきわめて

ストレスの多いものにしている。その上，意識上の障害が経済政策の開発への女性の

参加を抑制し，一部の地域で経済運営のための教育及び訓練への女性及び少女のアク

セスを制限している。 

153.労働力に占める女性の割合は増え続け，ほぼすべての地域で，家庭の外で働く女性

が多くなっているが，家庭や地域社会における無償労働に対する責任の軽減は，それ

と並行してこなかった。あらゆるタイプの世帯にとって，女性の所得が次第に必要に

なりつつある。いくつかの地域では，女性の起業等自立した活動が，特に非公式部門

で増加してきた。多くの国において，女性は，臨時雇用，不定期雇用，多様なパート

タイム雇用，契約労働及び家庭を基盤とする労働等，標準的でない労働に従事する労

働者の大多数を占めている。 

154.家事労働者を含む女性移住労働者は，送金を通じて送出し国の経済に寄与すると同

時に，労働力への参加を通じて受入れ国の経済にも寄与している。しかし多くの受入

れ国の場合，移住女性は，非移住労働者及び男性移住労働者の双方と比較して，より

高い水準の失業の率を経験している。 

155.ジェンダー分析に十分な注意が払われてこなかったことが，金融市場及び機関，労

働市場，学問としての経済学，経済的及び社会的基盤，徴税及び社会保障制度という

経済構造において，また家庭及び世帯内において，女性の寄与及び関心事項があまり

にもしばしばないがしろにされたままである事態をもたらした。その結果，多くの政

策及び計画が女性及び男性の間の不平等を助長し続けている可能性がある。ジェンダ

ーの視点を取り入れる上で進展があった場合には，計画及び政策の有効性も高まって

きている。 

156.多くの女性が経済機構の中で地位向上をなし遂げてきたとはいえ，大多数の女性，

特に女性であるということ以外の障壁にも直面している人々にとって，持続する障害

のために，彼らの経済的自立を達成し，自分自身と扶養家族のための持続可能な生計

を確保する能力を妨げられてきた。女性はさまざまな経済分野で活躍しており，賃金

労働や自営農業・漁業から非公式部門に至るまでのそれらの分野を，しばしば同時に

こなす。しかし，土地，天然資源，資本，信用，技術その他の生産手段へのアクセス

又は所有に対する法的及び慣行的な障害，並びに賃金格差が，女性の経済的発展を阻

む働きをしている。女性は，有償労働ばかりでなく多大な無償労働をも通じて，開発

に寄与している。女性は，一方で，農業，食糧生産又は家族経営の企業における市場

向け及び自家消費用の物資及びサービスの生産に参加する。国連が各国に採用を勧告

した国民経済計算体系（SNA）及びその結果，労働統計の国際基準に含まれてはいる

ものの，この無償労働 ― 特に農業に関連する ― はしばしば過小評価され，不

十分な記録しかなされていない。女性は他方で，相変わらず，子どもや高齢者の世話，

家族の食事の準備，環境の保護，並びに弱い立場や障害を持つ個人及びグループを支

援するボランティア活動のような家庭内及び地域社会の無償労働の大部分を担って

いる。この労働は数量的に測定されないことが多く，国民経済計算の中で評価されな

い。開発への女性の寄与はきわめて過小評価され，したがって，その社会的認知は乏

しい。この無償労働のタイプ，程度及び配分を完全に目に見える形で表すならば，責

任分担の改善に寄与することにもなろう。 

157.経済の世界規模化の結果，女性にとって新たな雇用機会がいくつか創出されたもの

の，女性及び男性間の不平等を悪化させてきた傾向もある。同時に，経済統合を含む

世界規模化は新たな環境に適応し，貿易のパターンが変化するに従って新たな雇用源

を見つけるよう，女性の雇用状況に対する圧力を生み出す可能性がある。世界規模化

が女性の経済的立場に及ぼす影響については，さらに分析を行う必要がある。 

158.これらの傾向は，公式部門及び非公式部門の双方において，低賃金，労働基準の保

護がほとんど又は全くないこと，特に女性の職業上の健康及び安全の点で劣悪な労働
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条件，低い技能水準，並びに雇用保障及び社会保障の欠如を特徴としてきた。女性の

失業は，多くの国及び部門で，深刻かつ増大傾向の問題になっている。非公式部門及

び農村地域の若い労働者及び女性移住労働者は，依然として労働法や移民法による保

護が も薄い人々である。女性，特に幼い子どもを抱えた世帯主である人々は，融通

性のない労働条件並びに男性や社会による家族的責任の不十分な分担などのために

雇用機会が限られている。 

159.根本的な政治的，経済的及び社会的変容が進行中の国においては，もっとうまく活

用されれば，女性の技能はそれぞれの国の経済生活に対して大きな寄与をもたらし得

るはずである。彼らの寄与を今後とも発展させ，支援するとともに，その潜在能力を

さらに発揮させるべきである。 

160.民間部門における雇用の不足と公共サービス及び公共サービス関連の職場の削減

は，女性に不均衡に大きな影響を及ぼしてきた。いくつかの国では，特に公共サービ

スが利用できない場合，女性が，子どもや病人又は高齢者の世話のような無給労働を

ますます多く引き受けて逸した世帯所得を埋め合わせている。多くの場合，雇用創出

戦略は，女性が支配的な職業や部門に十分な注意を払って来なかったし，伝統的に男

性の職業や部門への女性のアクセスを十分促進することもしなかった。 

161.有給労働に従事する女性に関しては，多くが，潜在能力の発揮を阻む障害を経験し

ている。比較的低レベルの管理職に女性が次第に見られるようになっているものの，

意識上の差別がそれ以上の昇進を阻む場合が多い。セクシュアル・ハラスメントを受

けることは労働者の尊厳にとって侮辱であるばかりか，女性がその能力に見合った寄

与をなすことを妨げるものでもある。更に，適切で料金が手頃な保育制度の欠如や融

通性のない労働時間を含む，家族に都合のよい労働環境の欠如が，女性の全潜在能力

の開化を阻んでいる。 

162.多国籍企業及び国内企業を含む民間部門においては，経営及び政策レベルへの女性

の参加は大幅に不足し，差別的な雇用・昇進政策及び慣行を示している。不利な労働

環境と並んで，得られる雇用機会の数が限られていることが，多くの女性に別の道を

求めさせる結果になった。自営業並びに零細及び中小企業の所有者や経営者になる女

性が次第に増えてきた。多くの国における非公式部門及び自ら作る独立企業の拡大

は，大部分が女性によるものであり，生産及び取引における女性の協力的，自助的，

伝統的な慣行及び率先した行動は，きわめて重要な経済資源に相当する。資本，信用

その他の資源，技術並びに訓練へのアクセスと管理権を獲得すれば，女性は持続的な

開発のための生産，販売及び所得を増加することができるのである。 

163.相変わらずの不平等と顕著な進展が同時に存在するという事実を踏まえて，ジェン

ダーの視点を取り入れ，より広範な機会に注意を向けさせるとともに，現行の労働及

び雇用パターンに含まれる，ジェンダーに関する何らかのマイナス面に対処するため

に，雇用政策の再考が必要である。経済への寄与における女性及び男性の平等を完全

に実現するためには，女性及び男性双方の労働，経験，知識及び価値観が社会におい

て発揮する影響力に対する平等な認識と評価を目指した積極的な取組みが求められ

る。 

164.女性の経済的な潜在能力及び自立への対処に当たり，政府その他の行為者は，決定

が下される前に，それが女性及び男性それぞれに及ぼす影響の分析がなされるよう，

あらゆる政策及び計画の中心にジェンダーの視点を据える，積極的で目に見える政策

を促進すべきである。 

 

戦略目標 F．1． 雇用，適切な労働条件及び経済資源の管理へのアクセスを含む，女性

の経済的な権利及び自立を促進すること 

 

取るべき行動 

 

165.政府，国際及び地域政府間機関により： 

(a)同一労働同一賃金又は同一価値労働同一賃金に対する女性及び男性の権利を保障す

るための法律を制定し施行すること。 

(b)特に高齢女性労働者，採用及び昇進，雇用上の給付及び社会保障の支給範囲，並び
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に労働条件に配慮した，労働市場における性差別を阻止する法律を制定し施行するこ

と。 

(c)妊娠又は母乳哺育を理由にした雇用拒否若しくは解雇，又は避妊手段使用の証明の

要求のような使用者による差別的慣行を撤廃し，女性の生殖の役割及び機能に配慮し

て適切な措置を講じること。また，妊娠中，出産休業中の女性又は出産後に労働市場

に再参入する女性が差別されないよう保障するための効果的な措置を講じること。 

(d)女性が，大蔵省及び通商省，国家経済委員会，経済調査研究所その他の中枢省庁等

の機関を通じて，また適切な国際機関への参加を通じて，政策の策定及び構造の決定

における完全かつ平等な参加へのアクセスを獲得できるようにする仕組みを考案し，

積極的措置（ポジティブ・アクション）を取ること。 

(e)土地その他の形態の財産の所有及び管理，信用，相続，天然資源及び適切な新技術

へのアクセスを含む経済資源に対する男性と平等な権利を女性に与えるために，法律

改正及び行政改革に着手すること。 

(f)女性に対する既存のいかなる偏向をも撤廃するために，国民所得，相続税及び社会

保障制度の見直しを行うこと。 

(g)とりわけ無償労働，殊に扶養家族の世話における労働及び自営農業又は家業のため

の無償労働のタイプ，程度及び配分を調べ，よりよく理解するための取組みを通じて，

労働と雇用に関する，より包括的な知識の開発に努めること。また，その労働の価値

を数量的に評価し，中核的な国民経済計算とは別に作成されるであろうがそれに矛盾

しない計算に反映できるようにする方法の開発に関するものを含む，この分野の研究

及び経験に関する情報の共有及び普及を奨励すること。 

(h)金融機関の運営を規制している法律を見直し，女性及び男性に平等にサービスを提

供するように改正すること。 

(i)適切なレベルにおいて，より開かれた透明な予算決定過程を促進すること。 

(j)国家政策を改正し，女性のための伝統的な貯蓄，信用及び貸付の仕組みを支援する

政策を実施すること。 

(k)国際及び地域貿易協定に関連した国家政策が，女性の新規及び伝統的な経済活動に

悪影響を及ぼさないよう保障することに努めること。 

(l)多国籍企業を含むすべての企業が国内の法律及び規則，社会保障規定，環境関連の

ものを含む，適用可能な国際協定，文書及び条約，並びにその他の関係法規に従うよ

う保障すること。 

(m)家族的責任の分担を促進するために，労働パターンの再編成を助長するよう雇用政

策を調整すること。 

(n)経済省庁及び金融機関によって開発中の政策及び計画の策定に女性起業家及び女性

労働者が貢献できるようにするための仕組み及びその他のフォーラム（公開討論会）

を設置すること。 

(o)機会均等法規を制定及び施行し，積極的措置（ポジティブ・アクション）をとり，

さまざまな手段を通じて，公共・民間部門による遵守を確保すること。 

(p)マクロ及びミクロ経済政策及び社会政策の開発に際し，男女（ジェンダー）それぞ

れへの影響を監視し，有害な影響が生起した場合には政策を再構築するために，ジェ

ンダー影響分析を用いること。 

(q)技術，管理及び起業の分野において男性と平等なパートナーとしての力を女性に与

えるために，ジェンダーに配慮した政策及び施策を促進すること。 

(r)安全な労働慣行，団結権及び裁判へのアクセスを含む，すべての女性労働者の保護

を確保するため法律を改正するか，労働法の制定を支持する国家政策を策定するこ

と。 

 

戦略目標 F．2． 資源，雇用，市場及び取引への女性の平等なアクセスを促進すること

 

取るべき行動 

166.政府により： 

(a)女性の自営及び小企業の開発を促進し，支援し，適当な場合，非伝統的かつ相互的

な信用の仕組み及び金融機関との革新的な連携を含む，女性の起業の促進に尽力する
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機関の増加を通じて，男性と平等な適切な条件に基づく信用及び資本への女性のアク

セスを強化すること。 

(b)女性及び男性の機会均等政策の開発を促す，雇用主としての国家の奨励的役割を強

化すること。 

(c)国内及び地方レベルにおいて，生産資源，土地，信用，資本，財産権，開発プログ

ラム及び協同組合組織への農村女性の平等なアクセス及び管理を促進することによ

って，彼らの所得創出能力を高めること。 

(d)特に農村地域において，零細企業，新たな小規模事業，協同組合企業，拡大市場そ

の他の雇用機会を促進・強化し，適当な場合，非公式部門から公式部門への移行を促

進すること。 

(e)食糧安定における女性のきわめて重要な役割を認識し，強化し，有給及び無給の女

性生産者，都市部の企業とともに，特に，農業，漁業及び養殖漁業などの食糧生産に

携わる女性に対し，適切な技術，輸送，普及サービス，販売及び信用便宜への平等な

アクセスを地方及び地域社会レベルで提供するプログラム及び政策を創設し，及び修

正すること。 

(f)女性の協同組合が必要なサービスへのアクセスを 大限に活用できるようにする，

適切な仕組みを設置するとともに，そのような部門間機関を奨励すること。 

(g)技術的な支援の提供又は経済プログラムの管理を行う女性の普及員その他の政府職

員の比率を増すこと。 

(h)農村地域及び都市地域の女性が所有する零細・中小企業を差別しないように，企業

法，商法及び契約法並びに政府の規制を含む政策を見直し，必要な場合は策定し直し，

かつ実施すること。 

(i)被雇用，自営業及び起業女性のニーズ及び関心事項を部門別及び省庁間の政策，計

画及び予算に取り入れる政策を分析し，助言を与え，調整，実施すること。 

(j)伝統的な雇用分野に限定しない，効果的な職業訓練，再訓練，カウンセリング及び

職業紹介サービスへの平等なアクセスを女性に保障すること。 

(k)社会プログラム及び開発プログラムにおいて女性が直面する，民間及び個人の率先

行動をくじく，政策及び規制上の障害を除去すること。 

(l)強制労働及び児童労働の禁止，結社の自由，団結権及び団体交渉権，男女の同一価

値労働同一賃金，並びに雇用における非差別を含む，労働者の基本的権利の尊重を守

り，促進するとともに，真に持続的な経済成長及び持続可能な開発の達成のために，

ILO 諸条約の締結国は同条約を完全に実施し，非締結国は同条約に具体化された諸原

則を考慮すること。 

167.政府，中央銀行及び国家開発銀行，並びに適当な場合，民間金融機関により： 

(a)経済省庁及び金融機関によって開発中の政策及び計画の策定及び見直しに，あらゆ

る部門の女性起業家及びその組織が寄与できるようにするために，諮問委員会その他

の討論の場（フォーラム）への，起業家を含む女性の参加を増やすこと。 

(b)農村・都市両地域の女性起業家及び生産者のニーズに応える，報奨提供，仲介機関

の開発を通じて金融部門を動員し，貸出及び資金補充を増加させ，また，その指導，

立案及び意思決定に女性を加えること。 

(c)資本及び資産へのアクセスを持たない，若い女性，低所得の女性，少数民族・人種

に属する女性及び先住民女性に特別の注意を払いつつ，零細及び中小企業に関わる農

村地域及び都市部の女性に及ぶようなサービスを体系化すること。また，女性の零細

及び中小企業の信用その他の金融ニーズによりよく応えようとする金融機関の直

接・間接の取組みを支援する，金融管理及び規制の改革を認識し，奨励することによ

って，金融市場への女性のアクセスを拡大すること。 

(d)上下水道，電化及び省エネルギー，輸送及び道路建設等の経済的基盤設備に対する

公共投資計画に，女性の優先事項が加えられるよう保障すること。仕事及び契約への

アクセスを保障するために，プロジェクトの立案及び実施段階における女性受益者の

関与の増大を促進すること。 

168.政府及び非政府機関により： 

(a)市場，交易及び資源に関する情報を普及する際には，女性のニーズに特別の注意を

払い，これらの分野における適切な訓練を提供すること。 
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(b)政府間の提携に基づいて作り上げる，地域社会の経済開発戦略を助長し，市民社会

の成員に対し，雇用を創出し，個人，家族及び地域社会の社会的環境に対処するよう

奨励すること。 

169.国際，地域，小地域レベルにおける多国間資金供与機関，地域開発銀行，並びに二

国間及び民間資金供与機関により： 

(a)より高い比率の資源が農村地域及び僻地の女性に及ぶよう，政策，計画及びプロジ

ェクトを見直し，必要な場合は策定し直し，実施すること。 

(b)女性の経済活動を対象にし，女性の営利企業における自足，能力向上，及び利益性

を促進する仲介機関に資金を提供するための柔軟な資金供給の手順を開発すること。

(c)女性が完全かつ平等に参加し，自らの組織内に加え二国間機関，政府及び非政府機

関からの専門知識及び財源を利用しつつ，零細及び中小企業部門の有効性を調整し強

化する協力機会を増大するために，この部門への各機関の支援を統合・強化する戦略

を開発すること。 

170.国際，多国間及び二国間開発協力機関により： 

公式，非公式両部門における所得の低い小規模及び零細規模の女性起業家及び生産者

に役立つ金融機関を，資本及び／又は資源の提供を通じて支援すること。 

171.政府及び／又は多国間金融機関により： 

農村女性に信用の便宜を提供するグラミン銀行型を複製する妨げになる，公式な国内

及び国際金融機関の規定及び手続きを見直すこと。 

172.国際機関により： 

女性，特に，不利な立場の女性の間に持続可能で生産的な起業活動を促進するために

計画されたプログラム及びプロジェクトに対して，十分な支援を提供すること。 

戦略目標 F．3． 殊に低所得の女性に対し業務サービス，訓練並びに市場，情報及び技

術へのアクセスを提供すること 

取るべき行動 

173.非政府機関及び民間部門との協力の下に，政府により： 

(a)女性及び男性の起業家の平等な市場アクセスを確保するために，公共基盤設備を提

供すること。 

(b)事業経営，生産開発，資金調達，生産及び品質管理，販売，並びに事業の法務面に

おいて，特に新技術の訓練及び再訓練並びに手頃な料金のサービスを女性に提供する

プログラムを開発すること。 

(c)特に農村地域及び僻地の低所得の貧困女性に，市場及び技術へのアクセスの機会に

ついて知らせる普及プログラムを提供するとともに，これらの機会の利用への支援を

提供すること。 

(d)女性の企業のための投資基金を含む非差別的な支援サービスを創設し，商工業振興

プログラムにおいて女性，特に低所得の女性を対象にすること。 

(e)伝統的・非伝統的両分野の経済活動で成功した女性起業家と，成功に必要な技能に

関する情報を普及するとともに，ネットワーク作り及び情報交換を促進すること。 

(f)失業女性，ひとり親，家族的責任その他の理由により長期の一時的引退後に労働市

場へ再参入する女性，及び新たな生産形態又は経費節減のあおりで職場を追われた女

性を含め，職場内で継続中の訓練への女性の平等なアクセスを保障する措置を講じる

とともに，非伝統的分野の訓練を女性に提供する職業・訓練センターの数を増やすた

め，企業への報奨を増大させること。 

(g)働く男女のニーズを考慮した，質がよく，融通性に富み，料金の手頃な保育サービ

ス等，手頃な料金の支援サービスを提供すること。 

174.地方，国内，地域及び国際企業組織，並びに女性問題に関わる非政府機関により：

非公式部門におけるものを含む女性の事業及び企業の促進と支援，並びに生産資源へ

の女性の平等なアクセスを，あらゆるレベルで唱えること。 

戦略目標 F．4． 女性の経済能力及び商業ネットワークを強化すること 



11 

取るべき行動 

 

175.政府により： 

(a)農村地域及び都市の女性起業家にサービスを提供するために，企業組織，非政府機

関，協同組合，回転貸付資金，信用組合，草の根組織，女性の自助グループその他の

団体を支援する政策を採用すること。 

(b)あらゆる経済再編及び構造調整政策にジェンダーの視点を取り入れ，構造調整計画

を含む経済再編の影響を被っている女性，及び非公式部門で働く女性のためのプログ

ラムを計画すること。 

(c)従来にない形の支援を通じ，また結社の自由及び団結権を認識することによって，

女性の自助グループ，労働者団体及び協同組合に対して制約のない環境を作る政策を

採用すること。 

(d)若い女性，障害を持つ女性，高齢女性及び人種的・民族的少数グループに属する女

性等，特定グループの女性の自立を高めるプログラムを支援すること。 

(e)女性学の促進を通じ，また，経済・科学・技術分野を含むあらゆる分野における諸

研究及びジェンダー研究の成果の利用を通じて，男女平等を促進すること。 

(f)先住民女性の状況及び開発の改善のために，その伝統的知識を考慮に入れつつ，彼

らの経済活動を支援すること。 

(g)家内で有給労働を行っている人々のために，労働法及び社会保障規定の保護を拡大

又は維持する政策を採用すること。 

(h)女性の科学者及び科学技術者による研究の寄与を認め，奨励すること。 

(i)政策及び規制が，女性の経営する零細及び中小企業を差別しないよう保障すること。

176.適当な場合，金融仲介機関，国内訓練研修所，信用組合，非政府機関，女性団体，

職業団体及び民間部門により： 

(a)女性，特に若い女性が国内，地域及び国際レベルにおいて経済政策策定に参加でき

るように，それらのレベルにおいて，さまざまな事業関連及び財政管理並びに専門技

能の訓練を提供すること。 

(b)経済組織の輸出部門におけるものを含む女性の企業に，販売及び貿易の情報，製品

設計及び技術革新，技術移転，並びに品質管理を含む業務サービスを提供すること。

(c)地域社会に基盤を置く独創力（イニシアティヴ）を支援するために，国内，地域及

び国際レベルで，女性起業家間の技術及び商業提携を促進し，合弁事業を創設するこ

と。 

(d)特に農村地域及び僻地において，販売及び財政面の支援を提供することにより，社

会から疎外された女性を含む，女性の生産・販売協同組合への参加を強化すること。

(e)農村地域及び都市地域において，女性の零細企業，新たな小規模事業，協同組合企

業，拡大市場その他の雇用機会を促進・強化し，適当な場合には非公式部門から公式

部門への移行を促進すること。 

(f)女性の企業に融資するために，資本を投下し，資産運用投資を開発すること。 

(g)市場経済への参加に関連した，女性のための技術支援，助言サービス，訓練及び再

訓練の提供に十分な注意を向けること。 

(h)伝統的な貯蓄の仕組みを含む，信用ネットワーク及び革新的事業を支援すること。 

(i)経験を積んだ女性による未経験な女性への指導（メンタリング）の機会を含む，女

性起業家のネットワーク機構を提供すること。 

(j)地域社会の諸組織及び公共機関に対し，成功を収めた小規模の協同組合のモデルを

参考にして，女性起業家に対する融資のための共同出資制を設けるよう奨励するこ

と。 

177.多国籍及び国内企業を含む民間部門により： 

(a)差別なく契約を与える方針を採用し，その仕組みを確立すること。 

(b)すべて男性と平等な基準で，指導，意思決定及び管理に向けて女性を採用し，訓練

プログラムを提供すること。 

(c)国内の労働法，環境法，消費者法，衛生・安全法など，特に女性に影響を与える法

律を遵守すること。 
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戦略目標 F．5． 職業差別及びあらゆる形態の雇用差別を撤廃すること 

取るべき行動 

178.政府，使用者，被雇用者，労働組合及び女性団体により： 

(a)平等な賃金及び労働者の権利に関する ILO100 号条約などの国際労働基準が，女性及

び男性労働者に平等に適用されるよう保障する法律及び規則を実施並びに施行し，ま

た，そのような自主的行動規範を奨励すること。 

(b)雇用へのアクセス，訓練，昇進，衛生及び安全を含む労働条件，雇用の終了，並び

にセクシュアル・ハラスメント及び人種ハラスメントに対する法的保護を含む労働者

の社会保障に関して，結婚や家族の状況の照会を含め，性を根拠にした直接・間接の

差別を禁ずる法律を制定・施行し，守られない場合に備えた補償手段及び裁判へのア

クセスを含む実施策を導入すること。 

(c)特に高齢女性労働者を考慮して，採用及び昇進，雇用上の給付及び社会保障の適用

範囲において，並びに差別的な労働条件とセクシュアル・ハラスメントに関して，労

働市場における性差別を禁じる法律を制定・施行し，また，そのような職場政策を開

発すること。そのような法律の定期的な見直しと監視のための仕組みが開発されるべ

きである。 

(d)妊娠及び母乳哺育の責任を理由にした女性の雇用拒否や解雇を含む，女性の生殖の

役割と機能を根拠にした，使用者による差別慣行を撤廃すること。 

(e)労働市場に参入及び／又は再参入する女性，特に貧しい都市部の女性，農村女性及

び若い女性，並びに自営業の女性，及び構造調整計画によりマイナスの影響を被った

女性のための雇用プログラム及びサービスを開発し，促進すること。 

(f)あらゆる部門において，採用，雇用維持及び昇進並びに職業訓練に関し，労働力に

おける女性，特に障害を持つ女性その他の不利な立場のグループに属する女性に対す

る体系的な差別に対処するための，公共・民間部門における積極的な雇用，公平及び

積極措置プログラムを実施し，監視すること。 

(g)特に，高度な技能を要する職種及び上級管理職への女性の平等な参加の促進，並び

に業務を通じたキャリア開発や労働市場における上向きの流動性を促すカウンセリ

ング及び職業紹介などのその他の措置によって，また，女性及び男性による職業選択

の多様化を促すことによって，職業上の分離を撤廃すること。女性に，特に科学技術

分野における非伝統的な仕事を選ぶよう奨励するとともに，男性に対し社会部門の雇

用を求めるよう奨励すること。 

(h)団体交渉は権利であると同時に，女性に対する賃金の不平等を撤廃し，労働条件を

改善するための重要な仕組みであると認識すること。 

(i)女性の労働組合役員の選出を促進し，女性を代表して選ばれた組合役員が，その機

能の遂行に関して雇用の保護及び身体的安全を与えられるよう保障すること。 

(j)障害を持つ女性の雇用の獲得及び維持を可能にする特別なプログラムを開発し，「障

害を持つ人々のための機会の平等化に関する国連基準規定」（注 30）に従って，すべ

ての適切なレベルにおける教育及び訓練へのアクセスを確保すること。障害による不

当な失職に対して法的保護を保障されるべき，障害を持つ女性のニーズにかなうよう

に，可能な限り労働条件を調整すること。 

(k)女性及び男性の賃金格差を解消するための取組みを強め，国際労働法及び基準の遵

守を含む法律の強化によって，同一価値労働同一賃金の原則を実施する対策を講じ，

ジェンダーに関して中立の基準を持つ職務評価の仕組みを奨励すること。 

(l)賃金差別に関する事柄を裁定する機構を設置及び／又は強化すること。 

(m)承認された国際基準に違反するあらゆる形態の児童労働を撤廃するための明確な目

標年限を設定し，現行の関連法規の完全な施行を保障するとともに，適当な場合，「児

童の権利に関する条約」及び ILO の基準の実施に必要な法律を制定し，適切な保健，

教育その他の社会サービスの提供を通じて，働く子ども，特に浮浪児（ストリート・

チルドレン）の保護を確保すること。 

(n)児童労働を撤廃するための戦略が実施されている場合は，それらが一部の少女に課

されている，自分や他人の家庭における無給労働への過度な要求にも対処するもので
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あるよう保障すること。 

(o)教職，看護及び保育等，女性が大勢を占める職業における女性の低い地位と所得を

向上させるために，その賃金構造を見直し，分析し，適当な場合，作り直すこと。 

(p)外国での教育及び資格証書をより広く認知し，並びに言語訓練を盛り込んだ労働市

場訓練への組織立ったアプローチを採ることによって，合法的移住女性（1951 年の「難

民の地位に関する条約」に従って難民と認定された女性を含む。）の生産的雇用を促

進すること。 

戦略目標 F．6． 女性及び男性のための職業及び家族的責任の両立を促進すること 

取るべき行動 

179.政府により： 

(a)パートタイム労働者，臨時労働者，季節労働者及び在宅就労者に対して，適切に労

働法の保護及び社会保障給付を保障する政策を採用すること。職業及び家族的責任を

調和させる労働条件に基づいたキャリア開発を促進すること。 

(b)女性及び男性が平等に，フルタイムの仕事でもパートタイムの仕事でも自由に選択

できるよう保障し，定型的でない形の労働者のために，雇用へのアクセス，労働条件

及び社会保障に関して適切な保護を考慮すること。 

(c)法律，報奨及び／又は奨励を通じて，女性と男性の双方が職を保護されて親休業を

とり，また，親給付を得る機会を保障すること。適切な法律，報奨及び／又は奨励を

用いる施策等により，女性及び男性による家族的責任の平等な分担を促進するととも

に，働く母親の母乳哺育の便宜を促進すること。 

(d)殊に子どもや高齢者の世話に関わる家庭内の仕事の家族的責任の分担という考え方

を促進するために，ジェンダーに基づく仕事の分業を強いる姿勢を変えるための，わ

けても，教育における政策を開発すること。 

(e)家事労働とともに職業労働を促進し，自立を奨励し，所得を創出し，生産過程内部

でジェンダーに基づいて規定された役割を変え，女性が低所得の職種から抜け出すこ

とを可能にする技術の開発及びそれらへのアクセスを増進すること。 

(f)男女の平等，並びに人々の，教育及び訓練，有給雇用，家族的責任，ボランティア

活動その他の社会的に有益な形態の仕事，休息及びレジャーへの時間の割り振り方と

そこからの利益の受け方における柔軟性を促進する方法を決定するために，社会保障

法規及び租税制度を含む，国の優先事項及び政策に沿って一連の政策及び計画を検討

すること。 

180.適当な場合，政府，民間部門及び非政府機関，労働組合並びに国連により： 

(a)女性及び男性が雇用先から一時休業をとることができ，譲渡可能な雇用上の給付及

び退職手当を受けるとともに，仕事やキャリアにおける開発及び昇進の展望を犠牲に

することなく勤務時間を変更するための手配ができるよう，関係の政府機関，使用者

団体及び労働者団体を巻き込んだ適切な施策を採用すること。 

(b)家庭内における女性と男性の，男女平等及び固定観念にとらわれない役割に関する

意識を高めるために，革新的なメディア・キャンペーンと学校及び地域社会教育プロ

グラムを通じた教育プログラムを計画し，提供すること。事業所内における現場保育

及び柔軟な勤務取決めのような支援サービス及び便宜を提供すること。 

(c)すべての職場における性的その他の形の嫌がらせを防止する法律を制定，施行する

こと。 
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（２）男女共同参画社会基本法の概要 

※内閣府男女共同参画局ＨＰ 

平成 11 年 6 月 23 日、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進す

ることを目的とする「男女共同参画社会基本法」が公布・施行された。 

基本法では、男女共同参画社会を実現するための 5 本の柱（基本理念）を掲

げ、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにし、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の基本となる事項を定めている。 

ア．男女共同参画社会を実現するための 5 本の柱（基本理念） 

①男女の人権の尊重

男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性も

ひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保する必要がある。 

②社会における制度又は慣行についての配慮

固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように

社会の制度や慣行のあり方を考える必要がある。 

③政策等の立案及び決定への共同参画

男女が、社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野において方針の

決定に参画できる機会を確保する必要がある。 

④家庭生活における活動と他の活動の両立

男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、

家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動等ができるよう

にする必要がある。 

⑤国際的協調

男女共同参画づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切である。 

他の国々や国際機関と相互に協力して取り組む必要がある。 

イ．国、地方公共団体及び国民の役割 

①国の責務

・基本理念に基づき、男女共同参画基本計画を策定

・積極的改善措置を含む男女共同参画社会づくりのための施策を総合的に

策定・実施 

②地方公共団体の責務

・基本理念に基づき、男女共同参画社会づくりのための施策に取り組む

・地域の特性を活かした施策の展開

③国民の責務

・男女共同参画社会づくりに協力することが期待されている。
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２．すべての女性が輝く社会づくりに向けた政府の動き 

※「男女共同参画白書 平成 27 年版」 

（１）「女性の力」を成長戦略の中核に位置づけ 

我が国では、少子高齢化による人口減少社会への突入という大きな課題に対

応しつつ、経済を安定的な成長軌道にのせ、国民一人一人が豊かさを実感でき

る社会を実現するために、経済社会構造の抜本的な変革を進めることが求めら

れている。 

こうした中、平成 24 年（2012 年）12 月に発足した第 2 次安倍内閣では、女

性の力を「我が国 大の潜在力」と捉え、その力の発揮を持続的な経済成長の

ためにも不可欠なものとして、我が国の成長戦略の中核に位置づけた。 

（２）日本再興戦略 

「日本再興戦略」（平成 25 年（2013 年）6 月閣議決定）では、「女性の活躍促

進や仕事と子育て等の両立支援に取り組む企業に対するインセンティブの付与

等」、「女性のライフステージに応じた支援」及び「男女が共に仕事と子育て・

生活等を両立できる環境の整備」の 3 つの柱により、女性の出産・子育て等に

よる離職の減少や、指導的地位に占める女性の割合の増加に向けた施策を盛り

込んだ。これに基づき、待機児童解消のための保育所等の整備や保育士確保、

育児休業給付の拡充等が進められた。 

さらに、翌年の「『日本再興戦略』改訂 2014」（平成 26 年 6 月閣議決定）で

は、我が国 大の潜在力である「女性の力」は、人材の確保にとどまらず、企

業活動、行政、地域等の現場に多様な価値観や創意工夫をもたらし、家族や地

域の価値を大切にしつつ社会全体に活力を与えるものと位置づけ、女性の更な

る活躍推進に向けた施策を、「育児・家事支援環境の拡充」、「企業等における女

性の登用を促進するための環境整備」及び「働き方に中立的な税・社会保障等

への見直し」の大きく 3 つの柱で示した。 

これに基づき、小学校入学後に女性が仕事をやめざるを得ない状況となる、

いわゆる「小 1 の壁」を打破するための「放課後子ども総合プラン」の策定（平

成 26 年 7 月）や、「子育て支援員」の創設（27 年 4 月）、女性の活躍推進の取

組を一過性のものに終わらせることなく着実に前進させるための新たな法的枠

組みの検討、働き方に中立的な税制や社会保障制度等への見直しに向けた検討

等が進められた。 

（３）新たな法的枠組みの構築 

「『日本再興戦略』改訂 2014」において女性活躍推進に向けた新たな法的枠

組みの構築の検討が盛り込まれたことを受け、政府は、労働政策審議会におけ

る議論等を経て、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」を国会

に提出した。 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案（以下「女性活躍推進法

案」という。）では、働くことを希望する女性が、職業生活において、その個性
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と能力を十分に発揮して活躍できるよう、国及び地方公共団体が必要な施策を

策定し、実施することに加え、活躍の場の提供主体となる事業主が、女性の採

用や教育訓練、昇進等の職業生活に関する機会の積極的な提供、職業生活と家

庭生活との両立に資する雇用環境の整備等の取組を自ら実施することを促すた

めの新たな枠組みを設けている。具体的には、政府による基本方針の策定、地

方公共団体による推進計画の策定、事業主による自らの事業における女性の活

躍状況の把握、改善すべき事情の分析、数値目標の設定を含む行動計画の策定・

公表、女性の職業選択に資する情報の公表等を求めている。 

このほか、優れた取組を行う一般事業主の認定や、国や地方公共団体による

支援措置、地域における協議会の設置等についても規定し、女性本人の意思を

尊重しつつ、希望する全ての女性が職業生活において活躍できるようにするこ

とを目指している。 

＜女性の職業生活における活躍に関する法律案の概要＞ 

 豊かな活力ある社会の実現を図るためには、自らの意思によって職業生活を

営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要

である。そのため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推

進する。 

 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用が行われるこ

と

 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生

活と家庭生活との円滑継続的な両立を可能にすること

 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこ

と

基本法新作の策定 

●国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決

定）。

●地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区

域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画を策定（努力

義務）。

事業主行動計画の策定等 

● 国は、事業種行動計画の策定に関する指針を策定。

● 国や地方公共団体、民間事業種は右記の事項を実施（労働者が３００人以

下の民間事業主については努力義務）。

● 国は、優れた取組を行う一般事業主の認定を行うこととする。

 女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析

【参考】状況把握する事項：①女性採用比率 

②勤続年数男女差
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③労働時間の状況 

④女性管理職比率 等 

 上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容等を内容とす

る「事業主行動計画」の策定・公表等  

 女性の活躍に関する情報の公表（省令で定める事項のうち、事業主が

選択して公表）  

 

女性の職業生活における活躍を推進するための支援計画 

●国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行うこととす

る。地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。  

●地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組

織することができることとする（任意）。  

その他 

●原則、公布日施行（事業主行動計画の策定については、平成 28 年 4 月 1 日

施行）。  

●10 年間の時限立法。  
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３．３月８日の岸田文雄首相メッセージ（「国際女性デー」に合わせて開催

した女性活躍の取り組みに関する会合） 

※首相官邸ＨＰ 

岸田文雄首相は、３月８日の「国際女性デー」に合わせ、ビデオメッセージを

公表した。メッセージのポイントは次の通りである。 

 

〇「女性の経済的自立」を、新しい資本主義の中核と位置づける。 

〇男女共同参画について「我が国の現状は、諸外国に比べて大変立ち遅れてい

ると言わざるを得ない。背景には男女間の賃金格差や固定的な性別役割意識

など、構造的問題がある」と指摘。 

→民間の賃上げに先行した公的価格の見直し 

→賃金格差是正のための企業の開示ルール見直し 

→男女が希望通り働ける社会作り 

などに取り組む考えを示した。 

 

「国際女性の日」に当たっての岸田内閣総理大臣ビデオメッセージ 

 皆さんこんにちは。内閣総理大臣の岸田文雄です。 

 本日３月８日は、１９７５年に国連が定めた「国際女性の日」です。ジェン

ダー平等と女性のエンパワーメントに日頃から尽力されている全ての方々の熱

意と取組に心から敬意と感謝を表しますとともに、皆様と共にこの日をお祝い

したいと思います。 

 男女共同参画は、我が国政府の重要かつ確固たる方針であり、国際社会で共

有された規範です。私の内閣が目指す個性と多様性を尊重する社会において不

可欠な要素でもあります。 

 しかし、我が国の現状は、ジェンダーギャップ指数が世界第１２０位である

ことに表れているように、諸外国に比べて大変立ち遅れていると言わざるを得

ません。こうした現状の背景には、男女間の賃金格差の存在や固定的な性別役

割意識など、構造的な問題があると考えられます。 

 我が国の女性が直面している課題と構造的な問題への対応の鍵は、「女性の経

済的自立」だと考えています。これを岸田政権の目玉政策である「新しい資本

主義」の中核と位置付けました。 

 民間の賃上げに先んじた公的価格の見直し、男女間の賃金格差の是正に向け

た企業の開示ルールの見直し、男女が希望どおり働ける社会づくりなど、打て

る手を全て打ち、女性が経済的に自立できる環境を整えてまいります。 

 「国際女性の日」に当たり、内閣総理大臣として、我が国及び世界の全ての

女性が生き生きと自ら選んだ道を歩んでいけるよう、力を尽くすことを改めて

お誓いいたします。 
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４．女性活躍・男女共同参画の重点方針 2022（女性版骨太の方針 2022） 

※内閣府男女共同参画局ＨＰ 

「第 5 次男女共同参画基本計画」を着実に実行するため、令和 4 年度及び 5 年

度に重点的に取り組むべき事項を定める。 

 女性活躍・男女共同参画の重点方針 2022（女性版骨太の方針 2022）概要  

・我が国の男女共同参画の現状は、諸外国に比べて立ち遅れている。 

 昭和の時代に形作られた各種制度や、男女間の賃金格差を含む労働慣行、固定的

な性別役割分担意識など構造的な問題。  

 人生 100 年時代を迎え、女性の人生と家族の姿は多様化しており、もはや昭和の

時代の想定が通用しない。 

Ⅰ 女性の経済的自立 

（１）男女間賃金格差への対応 

○社内格差（垂直分離） 

男性と女性が同じ組織で働きていても、職務や職責が異なること等から、

女性はより低賃金となる傾向がある。各組織において、それぞれ要因を詳細

に分析し、女性の処遇改善につなげることが有効である。 

①男女間賃金格差に係る情報の開示 

・令和 4 年夏に女性活躍推進法の制度改正を実施、常用労働者 301 人以上の事

業主に対し、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を開示することを義務化。

有価証券報告書についても同内容の開示を義務付け。 

②非正規雇用労働者の賃金の引上げ（同一労働同一賃金の徹底） 

・企業に対して、労務管理の専門家による無料相談や先進的な取組事例の周知

等を実施。労働局による助言・指導等による法の履行確保。 

○職種間格差（水平分離） 

  男性と女性は異なる業種や職種に集中しており、女性がより多く占めるサ

ービス業や看護・介護・保有は、比較的低賃金であることが多い。女性がよ

り多く働く業種の賃金を引き上げるとともに、高賃金が見込まれる成長分野

への労働移動を支援することが有効である。 

①女性デジタル人材の育成 

・女性デジタル人材の育成プランに基づき、就労に直結するデジタルスキルの

習得支援及びデジタル分野への就労支援を 3 年間集中的に推進。 

②看護、介護、保育などの分野の現場で働く方々の収入の引上げ 

・令和 4 年 2 月から実施している賃金の引上げ措置について、令和 4 年 10 月以

降も継続して実施。 

③リカレント教育の推進 

・大学等において、デジタルリテラシーの育成や DX 推進のためのリスキリング

を目的としたリカレント講座を開発・実施。 

（２）地域におけるジェンダーギャップの解消 

近年、若い女性が地方から大都市へと出ていく傾向が強まっており、少子
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化・人口減少が加速する要因の一つとなっている。その背景には、根強い固

定的な性別役割分担意識があると考えられ、特に経済的に自立したい女性に

とっては、地元で生活するという選択肢が選びづらくなっている。この流れ

を止めるためには、全国津々浦々でジェンダーギャップを解消し、男女共同

参画社会を実現する必要がある。 

・全国 355 カ所の男女共同参画センターを、人材育成やネットワークを通じて、

強力にバックアップするため、男女共同参画のナショナルセンターが必須。 

・このため、独立行政法人国立女性教育会館を内閣府に移管。同法人の業務の

在り方について、令和 4 年度に有識者会議において検討。 

・男女共同参画センターの機能の強化・充実に向け、専門人材の確保、関係機

関・団体との連携強化、地域による取組の温度差の解消を強力に進める。 

・地域女性活躍推進交付金を始めとする国の支援策を活用して、ジェンダーギ

ャップを解消するための地方公共団体の効果的な取組を支援。 

・「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」について、地域活躍する女性

役員や女性活躍に取り組む経営者が登壇する地域シンポジウムを全国各地で

開催。 

（３）固定的な性別役割分担意識・無意識の思い込みの解消 

・女性の人生の多様化の実態について広く周知し、家庭の役割の重要性と同時

に、結婚すれば生涯、経済的安定が約束されるという価値観で女の子を育て

ることのリスクについて認識を広める。 

・地方公共団体や経済団体等を対象としたワークショップ等の啓発を強化し、

広報担当や管理職、経営層の意識改革と理解の促進を図る。 

・教育委員会に対して、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を払

拭するための教育研修プログラムを活用した研修を促す。 

・学校教育において、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消

につながる教育を推進するための指導モデルの開発を令和 4 年度に行う。 

（４）女性の視点も踏まえた社会保障制度・税制等の検討 

我が国の社会保障制度・税制は昭和時代に形作られたが、令和の時代を迎

え、女性の人生や家族の姿は多様化している。離婚件数が増加し、未婚率も

上昇した結果、昭和の時代には 9 割が 50 歳時点で配偶者がいたが、令和の時

代には 3 割が配偶者がいない状態となっている。単独世帯及びひとり親世帯

の割合も上昇し、昭和の時代に比べて 2.5 倍、全体に占める割合も約半分と

なった。一方で、現在の制度は、配偶状態によって取扱いを変えるため、本

人の就労だけではなく配偶状態によって格差が生じており、有配偶の非正規

雇用女性は未だに 4 割程度が就業調整を選択している。また、離婚した女性

の年金額は低い傾向にある。さらに、夫の所得が高くなるほど妻の有業率が

低く、いわゆる専業主婦が多い傾向にある。このような状況を踏まえ、 

①現行の制度は就業調整を選択する人を増やしているのではないか。 

②配偶者の経済力に依存しやすい制度は、男女間賃金格差も相まって、女性の

経済的困窮に陥るリスクを高める結果となっているのではないか。 
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③現行の制度は分配の観点から公平な仕組みとなっていないのではないか。と

いう主に 3 つの観点から、社会保障制度や税制等について検討。

（５）ひとり親支援 

①職業訓練

・高等職業訓練促進給付金等の拡充措置について成果や課題を検証した上で継

続的な実施について検討。 

・訓練後から就業までの企業との連携の在り方なども含めて総合的に検討し、

中長期的な自立につながる支援策の強化。 

②養育費

・離婚の際に養育費を支払うのは当然のことであるとう意識改革を強力に進め

る。養育費の「受療率」に関する達成目標を定める（現状約 24％※母子家庭）。 

（６）ジェンダー統計の充実に向けた男女別データの的確な把握 

・「ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループ」において、

各種統計等における多様な性への配慮についての現状を把握し、課題につい

て検討を進め、令和 4 年の夏頃を目途に取りまとめ。 

注：「Ⅱ.女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現」、「Ⅲ.男性の家庭・地

域社会における活躍」、「Ⅳ.女性の登用目標達成(第 5 次男女共同参画基本計

画の着実な実行)」は、記載を省略する。 
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第２章 女性の自立の実態 

２－１ 女性の自立の現状 

１．ジェンダーギャップ指数 

ジェンダーギャップ指数とは、世界経済フォーラム（World Economic Forum：

WEF）が平成 17 年（2005 年）から毎年発表している、各国の男女格差を示す指数

（Gender Gap Index：GGI）をいい、男女平等格差指数とも言われている。WEF は

世界のリーダーが世界情勢の改善に取り組む国際機関で、1971 年にスイスで非営

利財団として設立された。 

ジェンダーギャップ指数は次の 4つの分野 14項目で国際機関が発表するデータ

を基に、男女格差の度合いを指数化し、各国の順位を決めている。 

①経済活動の参加と機会（給与、雇用数、管理職や専門職での雇用における男

女格差）

②教育（初等教育や高等・専門教育への就学における男女格差）

③健康と寿命（出生時の性別比、平均寿命の男女差）

④政治への関与（議会や閣僚など意思決定機関への参画、過去 50 年間の国家元

首の在任年数における男女差）

「ジェンダーギャップ指数 2021」 

※内閣府内閣府男女共同参画局ホームページ

世界経済フォーラム（World Economic Forum：WEF）が 2021 年 3 月、「The 

Global Gender Gap Report 2021」を公表し、各国における男女格差を測るジ

ェンダーギャップ指数（Gender Gap Index：GGI）を発表した。この指数は、

「経済」「政治」「教育」「健康」の４つの分野のデータから作成され、０が完

全不平等、１が完全平等を示している。 

2021 年の日本の総合スコアは 0.656、順位は 156 か国中 120 位（前回は 153

か国中 121 位）であった。前回と比べて、スコア、順位ともに、ほぼ横ばい

となっており、先進国の中で 低レベル、アジア諸国の中で韓国や中国、ASEAN

諸国より低い結果となった。 

日本のジェンダーギャップ指数 
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日本は、特に、「経済」及び

「政治」における順位が低くな

っており、「経済」の順位は 156

か国中 117 位（前回は 115 位）、

「政治」の順位は 156 か国中

147 位（前回は 144 位）となっ

ている。政治分野では、スコア

は上がっているものの、順位は

下がっている。これは、各国が

ジェンダー平等に向けた努力

を加速している中で、日本が遅

れを取っていることを示して

いる。 

 

WEF のレポートでは、日本は政治分野において格差が縮小したものの女性
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の参加割合が低く、国会議員の女性割合は 9.9％、大臣の同割合は 10％に過

ぎないことにより、「政治」のスコアが 0.061 と低いままであることが述べら

れている。さらに過去 50 年間、女性の行政府の長は存在していないことも指

摘されている。また、経済分野についても、管理職の女性の割合が低いこと

（14.7％）、女性の 72％が労働力になっている一方パートタイムの職に就い

ている女性の割合は男性のほぼ２倍であり、女性の平均所得は男性より

43.7％低くなっていることが指摘されている。 



27 

２．女性の経済的な自立状況 

※「男女共同参画会議」第 65 回（令和 3 年 11 月 29 日）資料 

（１）女性就業者と管理職・役員等の状況 

女性就業者数は、7 年間(2012～2019 年)で約 330 万人増加している。また、

民間企業において管理職相当（部長、課長、係長）に就く女性割合も着実に

伸びている。上場企業の女性役員数についても、9 年間(2012～2021 年)で約

4.8 倍に増加しているが、諸外国の女性役員割合と比較すると、欧米では約

３～４割であるが、日本は約１割と低い。 
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（参考）企業が女性活躍に取り組むことのメリット 

様々な調査結果から、企業が女性活躍に取り組むことにはメリットがある

とという分析結果が得られている。 
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（２）給与額の男女間格差 

給与金額は、正社員同士、非正規雇用労働者同士で比較すると、男女間に

格差がみられる。また、年齢が高まるにつれて、その各差は拡大する。 

保育士やシステムコンサルタント・設計者・ソフトウェア作成者などのＩ

Ｔ関係者の給与金額を比較すると、同じ職業、勤続年数であっても、男女間

で格差がみられる。 
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（参考） 男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン 

１ 趣旨 

 我が国においては急速な少子化と高齢化の進行により人口減少時代を迎えており、今

後労働力人口の減少も見込まれる中、女性の就労を促進するとともに、働く女性が就業

意欲を失うことなく、その能力を伸長・発揮できる環境を整備することが必要である。

 企業においては、男女均等取扱いの保いう整備の進展に伴い女性の職域が拡大し、管

理職に占める女性の割合も上昇傾向にあるなど女性の活躍が進んでいる。 

 しかし、このような進展にもかかわらず、労働者全体を平均してみた時の男女間賃金

格差は依然として存在している。一般労働者間での比較においても、平成 21 年の女性一

般労働者の平均所定内給与は、男性のそれの 69.8％であり、7 割に満たない。 

 男女間賃金格差をもたらす要因としては、女性は男性に比べて年齢とともに賃金が上

昇しないこと、男女の平均勤続年数や管理職比率の差異が挙げられ、これらをもたらす

企業の賃金・雇用管理の実態としては、 

①制度設計の段階では性の要素は入っていないが、基準等が曖昧であるため性別役割分

担意識をもって運用されることが必ずしも排除されない制度、家庭責任を持つ労働者

にとって困難な働き方を前提とした制度が採用・配置等の面での男女差を生んでいる

こと 

②賃金・雇用管理の運用の段階で、採用、配置や仕事配分、育成方法の決定、人事評価

や業務評価などの側面で、男女労働者間に偏りが生じていると、それらが男女間の経

験や能力差に、さらには管理職比率の男女差につながっていること 

が考えられる。 

 男女間賃金格差は男女の働き方全体のいわば結果として現れてきているものであるか

ら、現在の男女間賃金格差の状況は、さえなる女性の活用・活躍推進の必要性を示して

いると考えられる。言い換えれば、男女間賃金格差の問題を賃金・雇用管理のあらゆる

点から検討し、要因を明らかにすることは、女性の活躍推進の課題を明らかにすること

であるといえる。一方、男女間賃金格差を問題として認識する者が減少し、また多くの

企業が男女間賃金格差を計算したこともないという実態がある。このため、企業は、賃

金・雇用管理において性別に基づく異なる取り扱いは行っていないはずであると認識し

ているが、男女の取扱いの差異、賃金の差異が個々の企業においてあったとしても、そ

れが見えていないア愛もあると考えられる。こうした状況にとどまる限り、格差縮小に

向けた労使の取組は進んでいかないものと懸念される。 

 このガイドラインは、これらの状況を踏まえ、現在の賃金・雇用管理において、男女

間賃金格差の縮小、さらなる女性の活躍推進に向け、労使が自主的に見直しに取り組む

ことを推進するための現実的な対応方策を示したものである。 

 

２ 労使が自主的に取り組むための対応方策に係る事項 

（１）男女間格差の「見える化」推進 

 企業における男女間賃金格差縮小に向けた取組を推進するためには、各企業の男女の

取扱いや賃金についての男女間格差の実態把握や取組の必要性の「気付き」を推進する
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必要がある（男女間格差の「見える化」の推進）。 

 例えば、男女別統計資料の整備を行うことは、男女間格差の「見える化」を推進の一

助となると考えられる。実態把握に当たっては、男女別の賃金の状況のみならず、男女

別の採用、配置、人事異動・転勤、能力開発の実績、評価結果、昇進・昇格の状況、育

児休業の取得状況等沈金・雇用管理に係る指標のデータをみることが有効である。 

 また、統計データに現れてこない労働者自身の意識を把握し、分析を行うことは、企

業の賃金・雇用管理の運用面等での問題点の気付きにつながり、労使による具体的な見

直しの議論につながると考えられる。したがって、これらを併せて推進する必要がある。

 今後、女性も男性もともに活躍してほしいと考える企業にとって、女性労働者の意識・

労働意欲への影響を把握することは、その活躍の観点からも企業にとって有用であると

考えられる。 

 さらに、企業においては、把握した男女別統計資料のうち男女の採用割合、入社後 10

年の女性の勤続状況、既婚率等女性の活躍・活躍度合いや働きやすさを判断する際に参

考となる指標を公開することにより、優秀な女性採用につながるメリットもあると考え

られる。 

 なお、企業において整備、把握する男女間賃金格差に関連する賃金・雇用管理に係る

指標については、それぞれの労使において決められるべきものであるが、その取組を支

援する観点から、別途のとおり参考例を示す。 

（２）賃金・雇用管理の見直しの観点 

 企業の賃金・雇用管理の実態を踏まえると、男女間格差の縮小、さらなる女性の活躍

推進に向けて、①厚生・明確かつ客観的な賃金・雇用管理制度の設計とその透明性の確

保、②配置や業務の与え方、教育訓練等の賃金・雇用管理の運用面における取り扱いの

見直し、改善、③過去の性差別的な雇用管理や職場に根強く残る固定的な男女の役割分

担意識により事実上生じている格差を海容するための取組、の三つの視点に立った対応

策が求められる。 

ア 賃金・雇用管理の制度面の見直し 

（ア）公正・明確・透明な賃金制度 

 賃金表が未整備であったり、賃金決定や昇給・昇格の基準が不明確・不透明になって

いる場合、性別による賃金差別や男女間賃金格差につながりかねないことから、各企業

においては、公正・明確な賃金・雇用管理制度の整備を行うとともに、労働者に対して

適切な情報提供を行うことにより制度の周知を図り、透明性を高める必要がある。 

 また、家族手当や住宅手当といった生活手当については、労働者の生活の安定を図る

ため、多くの企業が採用しているが、女性労働者の納得性という点からは、支持は得ら

れていない制度であると考えられる。男女間賃金格差解消の観点からも、また、女性労

働者や独身の労働者の労働意欲への影響という観点からも、改めて労使で話し合い、ど

のような属性の労働者にとっても不幸性の生じないよう、必要な見直しを行うことが望

ましい。 

（イ）公正・明確・透明な評価制度 

 多くの企業において、能力評価や業績評価の形で人事評価が行われ、その結果は昇進、
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昇格等とともに、賃金に反映されている。 

 このため人事評価は、評価者によって偏りが生じたり、一方の性に不利にならないよ

う、明確で公正かつ客観的な基準を設定し、その基準や結果を労働者に開示することに

より、労働者の納得性を高め、公正・明確・透明な制度を構築することが重要である。

さらに、全ての労働者に対して制度を統一的に適用するとともに、評価基準に基づいた

客観的かつ適正な評価が行われるよう、人事評価を行う管理職に対する研修を定期的に

実施するとともに客観性を担保するため、複層的な評価結果のフィードバック等が行わ

れるようにすべきである。 

 とりわけ、産前産後休業や育児休業を取得することが人事評価に影響するのではない

か、という指摘もされているところである。 

 育児・介護休業法等においては、育休取得等を理由とする不利益な配置の変更、人事

考課における不利益な評価等不利益取扱いが禁止されているが、各企業においても、法

令により禁止されている取扱いがなされていないか自ら確認を行うとともに、育休取得

者等不安感を払拭し、取得者以外の納得感を高めるためにも、労働者に対し十分な説明

に努めることが望ましい。 

 また、出産や育児については、仕事に対してマイナスの影響があるように言われがち

であるが、仕事の効率化、視野の拡大、部下の育成や交渉における忍耐力・包容力の向

上につながる等仕事へのプラスの影響も指摘されている。このような結果も考慮しなが

ら、出産や育児がハンデとならないような評価制度の在り方について、検討を行うこと

が望ましい。 

（ウ）仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進 

 基幹的労働者に見られる長時間労働等を前提とした働き方は、特に家庭責任を担って

いる労働者にとって働き方の選択肢を狭めることとなっており、男女間賃金格差解消の

観点からは男性の育児や家事への参加を推進するとともに、こうした働き方を見直すこ

とが求められている。 

 男女にかかわらず、仕事上の責任も家庭における責任も果たし、仕事と生活の調和の

実現を図ることは、個人の幸福に資するというだけではなく、潜在的な能力のある人材

の労働市場への参加を促進し、我が国の社会経済を持続可能で確かなものにするという

観点からも必要不可欠となっている。 

 このため、各企業においては、育児・介護休業法等に基づく仕事の家庭の両立支援の

ための制度を整備し、男女を問わず労働者が安心して利用できる職場環境を整備すると

ともに、男性も含めた働き方の見直し等を進めるべきである。 

イ 賃金・雇用管理の運用面の見直し 

（ア）女性の配置・職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価についての改善 

 男女雇用機会均等法は、配置、昇進等あらゆる雇用管理の段階における性別を理由と

する差別を禁止している。各企業においても、配置に当たって女性を排除していないか、

男性を優先していないか、業務の配分や権限の付与に当たって男女で異なる取り扱いを

していないか、一定の役職への昇進に当たり男性を優先して昇進させていないか、教育

訓練の対象から女性を排除していないか等、男女雇用機会均等法により禁止されている
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取扱いがなされていないか十分確認を行い、取り扱いの見直しを行うことが重要である。

 その際、実際に評価や業務の配分、教育訓練等を行う現場の管理職がそのような取り

扱いを行っていないか、現状を把握することが重要である。 

 また、特に女性の職業生活において、妊娠出産といったライフイベントが及ぼす影響

は避けることができないが、育児・介護休業法等においては、産休・育児取得等を理由

とする不利益な配置の変更等が禁止され、不当に不利益な取扱いを受けないことが定め

られている。育児休業を取得したことのみをもって取得していない者よりも不利に評価

していないか、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない業務の変更を行って

いない等育児・介護休業法等により禁止されている取扱いがなされていないか確認を行

うとともに、女性労働者の労働意欲に悪影響が生じないような取扱いとすることを検討

することが望まれる。 

（イ）コース別雇用管理における適切な運用の促進 

 コース別雇用管理は、本来は労働者を意欲、能力、適性等によって評価し、処遇する

システムの一形態として導入されてきたものであるが、その運用において、基幹的な業

務を担当するコース等における男女の採用や配置の比率に偏りが見られ、結果としてコ

ース間の処遇の差が男女間賃金格差の要因となっていると考えられる。 

 採用や配置の偏りの原因の一つには、全国転勤を要件とする場合などがあると考えら

れるが、平成 18 年に改正された男女雇用機会均等法において、各企業においてコース別

雇用管理を行う場合には、総合職の募集・採用に係る転勤要件について、合理的な理由

がなければ間接差別に当たり違法とされている。 

 男女雇用機会均等法に即した雇用管理となるよう、コース別雇用管理制度の設定が合

理的なものとなっているかどうか精査する必要がある。 

 また、コースごとの採用や配置については、先入観やこれまでの採用や配置の実績な

どにとらわれず、事実上の男女別のコースとなることのないよう、積極的に均等な配置

を行う必要がある。 

 また、コース間の賃金体系の差異については、それが職務内容等に見合った合理的な

ものとなるよう十分考慮する等により、どのようなコース別区分を選択した者について

もその能力を存分に発揮して働き続けられる環境づくりに取り組むことが望まれる。 

 さらに、育児や介護を行っている労働者にとって、転勤が継続就業を困難にしたり、

仕事と家庭の両立のための負担を著しく大きくする場合があるため、育児・介護休業法

により、転勤を命ずる場合には、育児や介護の状況に配慮しなければならないこととさ

れていることに留意する必要がある。 

ウ ポジティブ・アクションの推進 

 過去の性差別的な雇用管理や職場に根強く残る固定的な男女の役割分担意識により、

企業において男女労働者の間に事実上生じている格差を解消し、女性の能力発揮を図る

ために、事業主が積極的かつ自主的に雇用管理の改善（ポジティブ・アクション）に取

り組むことは、男女間賃金格差の要因を除去する方向につながるものであり、各企業に

おいて積極的に取り組むことが求められる。 

 例えば、適格者の数の違い等を理由として中核的・基幹的職務や難易度の高い職務に
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男性が多く配置されている場合が多いが、女性の社内訓練・研修を積極的に実施するこ

と等により適格者を増やすことや、配置基準を満たす労働者中から、女性を優先して配

置することなどが求められる。また、女性の割合が少ない役職が多いと考えられるが、

そのような場合、昇進基準を満たす労働者の中から男性より女性を優先して昇進させる

ほか、さらに、家庭責任のある女性が満たしにくい昇進基準の見直しを検討するなどし

て、管理職に女性を積極的に登用することが望ましい。 

 

（３）共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移 

雇用者の共働き世帯は、令和２年（2020 年）で、1,173 万世帯となってお

り、増加傾向で推移している。 

男性雇用者と無業の妻から成る世帯、いわゆるサラリーマンの夫と専業主

婦の世帯は、令和２年（2020 年）では、夫婦のいる世帯全体の 23％となって

おり、減少傾向で推移している。 

 

（４）夫の所得階級別の妻の有業率 

夫の所得階級が 300～500 万円で妻の有業率が も高くなり、500 万円以上

になると妻の有業率が低くなる、いわゆる専業主婦が多くなる傾向がみられ

る。一方、300 万円未満の世帯では、所得が低くなるほど妻の有業率も低く

なっていく。 

また、夫（全年代）の所得 500 万未満の場合は、子供のいる世帯のほうが

妻の有業率が高くなるが、所得 500 万円以上になると子供の有無による違い

はなくなる。 

夫が 30 歳代の年代の場合は、ほぼすべての所得で、子供のいる世帯の妻の

有業率が低くなっている。 
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（５）男女別所得階級別有業者割合 

男性の場合は、既婚者の方が未婚者より所得が高い傾向にある。一方女性

では、未婚者の方が既婚者より所得が高い傾向にある。 

既婚の男性と女性の所得を比較すると、男性の方が女性より明らかに所得

が高い。未婚者では男性の方が所得が高い傾向があるが、所得差は小さい。 

 

（６）既婚女性の最終学歴と本人の所得の関係 

高校卒業者の約８割、専門学校・短大・高専卒業者の約７割は、所得が 200

万円未満である。大学・大学院卒業者でも 35 歳以上では、所得 200 万円未満

の割合が約６割となっている。 
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（７）離婚・再婚の動向 

離婚件数は、1960 年では 6.9 万件、2000 年 26.4 万件と大幅に増加した。

その後減少傾向にあるものの、2020 年で 19.3 万件となっている。 

全婚姻件数に占める再婚件数の割合は、1970 年代以降上昇傾向で、近年は、

婚姻の約４件に１件が再婚となっている。 
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（８）ひとり親世帯の状況 

ア．就業率や所得の状況 

母子世帯数は、昭和 63 年（1988 年）84.9 万世帯、平成 28 年（2016 年）

123.2 万世帯（ひとり親世帯の 86.8％）、父子世帯数は、昭和 63 年（1988 年）

17.3 万世帯、平成 28 年（2016 年）18.7 万世帯（ひとり親世帯の 13.2％）と

なっており、約 30 年間で、母子世帯は約 1.5 倍、父子世帯は約 1.1 倍に増加

している。 

ひとり親世帯（特に母子世帯）は、一般世帯に比べ就業率がやや高いが、

平均年間就労収入が男女とも一般世帯と比べて低い。特に母子世帯の場合は、

非正規が 52.3％と父子世帯 10.3％に比べ非常に高い。にもかかわらず、養育

費を受け取っていない母子世帯が全体の３／４にのぼっている。 

イ．離婚等で母子世帯になった時の母及び末子の年齢 

母子世帯になった時の母の年齢を見ると、30 代が約５割（48.4％）であり、

次いで 20 代（28.8％）、40 代（19.4％）となっている。 

末子の年齢をみると、５歳以下で母子世帯になった割合が、全体の７割近

くを占めている。 

ウ．全世帯とひとり親世帯の等価可処分所得の分布 

ひとり親世帯の約半数は、等価可処分所得が貧困線以下となっている。 
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（９）コロナ下の女性の就業への影響 

就業者数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、2020 年４月に、男

性 39 万人減、女性 70 万人減と大幅に減少しており、特に女性の減少幅が大

きい。年平均でみても、男女とも 24 万人の減少となった。 

女性の減少幅が大きい要因は、女性は男性に比べて非正規雇用労働者の割

合が高く、特に、「宿泊、飲食業」「生活、娯楽業」「卸売、小売業」「医療、

福祉」の割合が高い。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響を強く受

けたと考えられる。 
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３．神戸市における状況 

 

（１）女性有業者数・役員数 

※平成 29 年就業構造基本調査 

平成 29 年就業構造基本調査によると、神戸市の女性有業者数は約 34 万人

で、15 歳以上の女性人口に対する割合は 47.0％となっている。全国の 50.1％

に比べやや低い値となっている。 

会社などの役員数については、神戸市では 9,200 人、女性有業者に占める

割合は 2.7％、全国では 812,400 人、女性有業者に占める割合は 2.8％となっ

ており、ほぼ同程度となっている。 

 

表 女性有業者数 

 女性有業者数 

（人） 

15 歳以上女性人口 

（人） 

割合 

（％） 

神戸市 337,200 716,800 47.0 

全 国 29,138,900 57,433,900 50.1 

 

表 会社などの役員数 

 役員数 

（人） 

女性有業者数 

（人） 

割合 

（％） 

神戸市 9,200 337,200 2.7 

全 国 812,400 29,138,900 2.8 

 

（２）雇用形態 

※平成 29 年就業構造基本調査 

女性の雇用形態をみると、正規の職員・従業員の割合は 42.1％、非正規の

職員・従業員の割合は 57.9％となっており、全国より非正規の割合がやや高

い。 

一方、男性の正規の職員・従業員の割合は 76.9％、非正規の職員・従業員

の割合は 23.1％となっており、全国と同様に神戸市においても、男性は正規

が多く、女性は非正規が多い。 

 

表 雇用形態（女性） 

 正規の職員・ 

従業員（人） 

非正規の職員・ 

従業員（人） 

合計 

（人） 

神戸市 
130,300

（42.1％）

179,200

（57.9％）

309,500

（100％）

全 国 
11,211,400

（43.4％）

14,648,000

（56.6％）

25,859,400

（100％）
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（４）ひとり親世帯 

※「ひとり親家庭等実態調査」（平成 31 年 3 月、神戸市） 

※平成 28 年度全国ひとり親世帯等調査（厚生労働省） 

ア．神戸市のひとり親世帯の年間就労収入 

神戸市のひとり親世帯の年間就労収入は、母子世帯では「100～150 万円未

満」が 18.2％、父子世帯では「600～700 万円未満」が 11.4％とそれぞれ

も高くなっている。母子世帯では、200 万円未満が全体の 46.0％、250 万円

未満となると全体の 60.2％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．母子世帯の年間就労収入（全国と神戸市の比較） 

母子世帯の年間収入を全国と比較すると、 も多い収入階層は、全国・神

戸市ともに 100～200 万円で、全国 35.8％、神戸市 30.5％となっている。次

に多い層は、全国は 100 万円未満（22.3％）、神戸市は 200～300 万円未満

（23.4％）となっている。 

200 万円未満の層は、全国では 58.1％、神戸市では 46.0％である。 
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２－２ 女性の自立の問題点と課題  
 

１．働きたいと望む女性の自立の問題点と課題 

 

（１）子育て世代の女性の有業率に影響する要因 

※平成 27 年版「労働経済の分析」（厚生労働省） 

平成 27 年版「労働経済の分析」（厚生労働省）によると、子育て世代の女

性の有業率に影響する要因は、次のように分析されている。 

 

女性の就労にとって、子育てに伴う負担が制約要因となっているのであれ

ば、その状況を改善していかなければならない。子育て世代の女性にとって

働きやすい環境としては、保育所定員の充実や、親との同居、男性の積極的

な家事・育児の分担などが考えられる。他方、子育て世代の女性の就労を阻

害する要因としては、長時間労働の多さや通勤の不便さがあげられるであろ

う。 

そこで、末子が５歳以下の 20〜49 歳層を子育て世代と捉え、各要因と子育

て世代の女性の有業率の関係をみる。保育所定員比率と子育て世代の女性の

有業率の関係をみると、両者の間には正の相関が存在することが分かる。す

なわち、５歳以下人口に対して保育所定員が多い地域ほど、子育て世代の女

性の有業率が高い傾向にあるといえる。次に、子育て世代における長時間労

働者比率と子育て世代の女性の有業率の関係をみると、両者の間には負の相

関があり、ワーク・ライフ・バランスのとれた地域ほど、女性の有業率が高

い傾向にあることが示唆される。また、子育て世代の女性の通勤時間と有業

率の関係をみると、両者の間には負の相関があり、通勤に要する時間が短い

地域ほど、有業率が高い傾向にあることがうかがえる。第四に、子育て世代

の女性の親との同居比率と有業率の関係をみると、正の相関が認められ、親

と同居している女性が多い地域ほど、女性の有業率が高い傾向にあることが

示唆される。 後に、男性の家事・育児分担と子育て世代の女性の有業率と

の関係についてみてみる。なお、ここでは、男性の家事・育児分担の度合に

ついて、共働き世帯に属する子育て世代の女性が家事・育児に費やす時間に

対する同じ条件の男性側の家事・育児時間の比率によって測ることとする。

図が示すとおり、共働き世帯における子育て世代の男性の家事・育児分担と

子育て世代の女性の有業率の間には、正の相関がみられ、共働き世帯におい

て男性が家事や育児に対してより積極的に取り組んでいる地域においては、

女性の有業率が高くなる傾向にあるものと考えられる。 
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以上の５つの条件と子育て世代の女性の有業率の間に相関関係があるこ

とを確認したが、子育て世代の女性の有業率に対して、各要因の影響がど

の程度のものなのか確認する。そこで、①保育所定員要因、②長時間労働

要因、③通勤時間要因、④親との同居要因、⑤男性の家事・育児分担要因

の５つの要因を説明変数として重回帰分析を行い、各要因の値の全国平均

との差に係数を乗じることによって、それぞれの要因の子育て世代の女性

の有業率への寄与度をみた。 
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図のとおり、子育て世代の女性の有業率が全国平均と比べて極めて高い

水準にある、新潟県、富山県、石川県、福井県、鳥取県、島根県、高知県

に着目すると、保育所定員要因が 大の寄与を示しており、保育所定員の

充実は、女性の就労に大きく影響しているものと考えられる。 

また、南関東の各都県や、北海道、京都府、福岡県では、長時間労働要

因が子育て世代の女性の有業率を押し下げており、子育て世代の女性の有

業率を高めるには、長時間労働の抑制を通じて、子育て世代のワーク・ラ

イフ・バランスを充実させることが重要といえるであろう。 

他方、その他の要因をみると、地方圏においては親との同居要因や通勤

時間要因の押し上げ寄与が大きいのに対し、南関東や近畿といった大都市

圏では、親との同居要因や通勤時間要因が子育て世代の女性の有業率を押

し下げており、特に、埼玉県、神奈川県、兵庫県、奈良県といった、東京

都や大阪府の周辺地域では、長時間通勤が子育て世代の女性の有業率にマ

イナスに影響していることがうかがえる。 

そして、男性の家事・育児分担要因に着目すると、香川県や愛媛県では、

子育て世代の女性の有業率を引き上げる 大の要因となっており、無視で

きない重要性を持つものといえよう。これから子育て世代の女性の有業率

を引き上げていくには、男性も積極的に子育てを行うことが必要であると

考えられる。 

 

（２）男性中心型労働慣行等の変革 

※第 4 次男女共同参画基本計画（平成 27 年 12 月 25 日決定） 

※「女性の活躍推進に関する世論調査」（平成 26 年（2014 年）、内閣府） 

第 4 次男女共同参画基本計画（平成 27 年 12 月 25 日決定）において、女性

の活躍のためには、「男性中心型労働慣行等の変革」が必要という基本方針が

示されている。 

ア．基本的考え方 

全ての女性がその生き方に自信と誇りを持ち、自らの意思によりその個性

と能力を十分に発揮することにより、職場・家庭・地域等あらゆる場面にお

いて活躍できることが重要である。女性の就業率が年々増加してきているな

ど、多くの分野において女性の活躍が進んできているが、政策・方針決定過

程への女性の参画を含め、まだ十分とは言えない。女性の活躍が進むことは、

女性だけではなく、男女が共に仕事と生活を両立できる暮らしやすい社会の

実現にもつながるものであり、男女共同参画社会の実現のため、引き続き、

あらゆる分野における女性の活躍を強力に推進していかなければならない。 

我が国において女性の活躍を阻害している要因には、高度経済成長期を通

じて形成されてきた固定的な性別役割分担意識、性差に関する偏見や様々な

社会制度・慣行があると考えられる。 

働く場面においては、勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、長時間

勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方等を前提とする労働慣行
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（以下「男性中心型労働慣行」という。）が依然として根付いており、育児・

介護等と両立しつつ能力を十分に発揮して働きたい女性が思うように活躍で

きない背景となっている。また、生活の場面においても、これまで男性は、

家事・育児・介護等への参画や地域社会への貢献などが必ずしも十分でない

状況等により、家事・育児・介護等における女性側の負担が大きくなるなど、

家庭以外の場所における女性の活躍が困難になる場合が多かった。他方、家

事・育児・介護等の多様な経験は、マネジメント力の向上や多様な価値観の

醸成などを通じ職務における視野を広げるなど、男性自身のキャリア形成に

も重要な機会であるが、それを逃すことにもなっていた。さらに、男性は仕

事が忙しくて自己啓発を行う余裕がないと感じる者の割合が高い状況がある。 

このような中で、長時間労働を削減するとともに、個々人の事情や仕事の

内容に応じてＩＣＴサービスを活用するなどにより、多様で柔軟な働き方が

選択できるよう、働き方改革を推進する。さらに、ポジティブ・アクション

により職場における男女間格差を是正するなどを通じ、男女の働き方・暮ら

し方・意識を変革し、男性中心型労働慣行等を見直すことにより、互いに責

任を分かち合いながら家事・育児・介護等へ参画し、また、地域社会への貢

献等、あらゆる分野において活躍するとともに、自己啓発等にかかる時間を

確保できるなど、職業生活その他の社会生活と家庭生活との調和が図られた、

男女が共に暮らしやすい社会の実現を目指すべきである。 

加えて、現在の税・社会保障制度は、それぞれの政策目的により形成され

てきたものである一方、共働き世帯の増加等、社会経済情勢の変化に十分対

応できておらず、家計収入の面からみた場合に、結果として就業を調整する

ように働く側面があることから、働きたい人が働きやすい社会となるよう見

直しを行っていくことも併せて必要である。 

このように、男性中心型労働慣行等を見直すことによって、女性の活躍を

推進していくことを目指す。 

イ．長時間労働の削減等の働き方改革 

少子高齢化の進展や共働き世帯が増加し、今後、育児や介護といった家庭

生活における男性の役割が増加する中で、これまで長時間労働や転勤を当然

とする働き方が多かった男性においても、短時間勤務や所定労働時間内での

勤務等、労働に関する時間制約が生じる者の増加が見込まれる。男女が共に

仕事と生活を両立しつつ、その個性と能力を発揮して活躍できるよう、ＩＣ

Ｔサービスの利活用も含め、これまでの働き方を抜本的に見直す必要がある。 

＜必要な具体的な取組＞ 

・中小企業における月 60 時間を超える時間外労働に対する割増賃金率

（50％以上）の適用猶予の廃止 

・年次有給休暇の取得促進等を内容とする労働基準法等の改正 

・法定労働条件の履行確保のための監督指導体制の充実強化 

・また、労働時間等設定改善指針の改正の状況や労使の意見を踏まえ、必

要に応じて時間外労働に係る上限規制や休息時間（勤務間インターバル）
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規制の導入、年次有給休暇等の連続取得等を可能とする職場環境整備等、

長時間労働の削減に向けた更なる取組を検討する。 

ウ．家事・育児・介護等に男性が参画可能となるための環境整備 

我が国においては、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見を背景

に、男性中心型労働慣行が維持されていることなどにより、男性の十分な分

担が必ずしも得られず、家事や子育て等における女性の負担が重くなってい

るのが実態であり、その結果、女性が職場において活躍することが困難にな

る場合が多い。一方、男性は、家事に不慣れ等の状況や、孤立した介護生活

となっている例もある。このため、男性に両立支援制度の活用を促すことに

より、男性の家庭生活への参画を強力に促進する必要がある。 

＜必要な具体的な取組＞ 

①企業における経営者及び管理職等の意識啓発 

・男性社員の育児休業取得促進に向けた企業の取組を促すべく、経営者等

の意識改革や男性社員の育児休業の取得状況の情報開示（見える化）を

推進する。 

・育児休業等を理由とする男性に対する不利益取扱いをなくすため、企業

におけるハラスメント防止対策等を推進するとともに、不利益な取扱い

を行った場合には、是正指導を行う。 

②地域等における環境整備 

・男性が子育てに参画しやすくなるための環境整備（ベビーベッド付男性

トイレの整備、交通機関での子供連れの乗客への配慮等）を推進する。 

・子ども・子育て支援新制度により、市町村が潜在的なニーズも含めた需

要を把握し、それに対応した必要な保育の受入れ枠を確保するなど、地

域のニーズに応じた子育て支援の一層の充実を図るとともに、「地域包括

ケアシステム」の実現等による家族の介護負担の軽減を進めるなど、男

女が共に子育て・介護をしながら働き続けることができる環境を整備す

る。 

エ．男女共同参画に関する男性の理解の促進（固定的性別役割分担の解消） 

固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見について、時代とともに変

わりつつあるものの、特に男性に強く残っており、そのことが家事や育児、

家族の介護等の家庭的責任の多くを事実上女性が担っていることにつながっ

ているとの指摘もあることから、男性の家事・育児等の家庭生活への参画を

促進すべく、意識啓発や相談活動等を通じ、男女共同参画への男性の理解の

促進や意識の改革を図る。 

＜必要な具体的な取組＞ 

・諸外国に比べ低水準にとどまっている家事・育児への男性の参画、介護休

業・休暇の取得を一層促進するため、育児・介護休業等の両立支援制度の

周知啓発、両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備等、男性が家事・

育児・介護に参画等するための環境整備や情報の提供等の支援を行う。 

・男性が家事・育児等を自らのことと捉え、主体的に参画する動きを広める
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ため、男性を対象とした啓発手法の開発・実施、食育の推進、男性のロー

ルモデルによる活躍事例の発信、キャンペーンや顕彰を通じ、国民全体の

気運の醸成を図る。 

・男性が家事や育児に参画することや、介護休業・休暇を取得することに対

する周囲（女性、両親等の年配者、子供、地域、職場等）の理解を深め、

男性がそれらの活動に前向きに参画等できるよう、必要な広報・啓発活動

等を行う。 

・男性経営者等の理解の促進及びネットワークの構築支援等を通じ、男性経

営者等が女性の活躍を応援する動きを拡大させる。 

・世帯類型別（共働き世帯・専業主婦世帯等）の男性の育児休業取得状況や

配偶者出産休暇等の利用状況に関する調査を実施し、男性の育児休業取得

率を高めるための実効性の高い方策について検討を進めるなどにより、専

業主婦世帯の夫も含めた育児休業や子育て目的の休暇の取得促進等、男性

が育児を行うことを促進する。 

・学校教育及び社会教育において、男女共同参画の意識を高め、固定的な性

別役割分担に捉われない意識が醸成されるよう、必要な取組を推進する。 

オ．ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正 

女性の採用・登用に事実上の障害が存在していたことが実質的な男女間の

格差を生み出していた側面があることを踏まえ、女性の活躍やワーク・ライ

フ・バランスの実現に向けた企業等の取組を促進するなど、ポジティブ・ア

クションの推進等により女性の能力発揮を促し、男性中心型労働慣行等の変

革を進める。 

＜必要な具体的な取組＞ 

・女性の活躍状況の把握・分析、女性の採用・登用や勤続年数の男女差・

長時間労働の削減等に関する目標設定、目標達成に向けた取組、女性の

活躍状況に関する情報開示（見える化）等、非正規雇用労働者を含めた

全ての女性を対象とする女性活躍推進法に基づく取組を含めた、女性活

躍の推進に向けて国や地方公共団体・企業等が行う取組を促進する。さ

らに、固定的性別役割分担意識が払拭され、女性が活躍しやすい環境と

なるよう、女性活躍推進法の施行後３年の見直しを積極的に検討する。 

・各種の認定制度、表彰制度等を活用し、女性の活躍やワーク・ライフ・

バランスの実現に向けて積極的に取り組む企業を評価するとともに、国

連女性のエンパワーメント原則（ＷＥＰｓ）の周知を行い、また、「女性

の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」（平成

26 年８月５日男女共同参画推進本部決定）を踏まえた措置や各種の助成

制度を活用し、企業のインセンティブを強化する。さらに、公共調達に

おいて、生産性、持続可能性等の高いワーク・ライフ・バランス等を推

進する企業について、不正な手段を使った企業の受注を防止することを

前提に、より幅広く評価する枠組みの導入による受注機会の増大を図る。 

・企業における女性の活躍状況等について、政府の情報公開サイトの一元
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化・充実等、企業自らによる自社の現状の公表等に資する支援を行うと

ともに、有価証券報告書に掲載された女性役員に係る情報の集計及び開

示（見える化）等の取組を通じ、女性の活躍に積極的に取り組む企業が

評価されるよう努める。 

・女性の役員・管理職の育成や女性の就業継続に向けた、企業による研修

の実施等を支援する。 

カ．女性の活躍に影響を与える社会制度・慣行の見直し 

ライフスタイルが多様化する中、あらゆる分野において女性の活躍を推進

するには、特定の活動の選択に対し中立的でない社会制度が存在する場合、

その見直しを図っていく必要がある。特に、個々人の就業等に大きな影響を

与え得る税制や社会保障制度については、それぞれの目的や経緯があって形

成されたものであるが、共働き世帯の増加等、社会経済情勢の変化に十分対

応できていないことから、見直しを進める。 

＜必要な具体的な取組＞ 

・女性の就業調整等につながる可能性のある税制や社会保障制度等について、

働きたい人が働きやすい中立的なものとなるよう、税制における個人所得

課税の諸控除の在り方、短時間労働者に対する社会保障被用者保険の適用

拡大、第３号被保険者（専業主婦）の縮小、配偶者手当の見直しのための

環境整備）についての具体化・検討を進め、計画期間中のできるだけ早期

に見直しを行う。 
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割合が高いことが女性の貧困や男女間の格差の一因になっているとの問題も

あるため、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員への転換に向けた一層の取

組が必要である。 

加えて、多様な生き方、働き方があることを前提に、職業生活においても

各人がその選択において能力を十分に発揮することができるよう、再就職、

起業、自営業等においても、女性が活躍できるよう就業環境の整備を進める

必要がある。 

以上を踏まえ、企業、経済団体、労働者、労働組合、国、地方公共団体等

が連携し、雇用等における男女共同参画及びワーク・ライフ・バランスの実

現に向けた取組を着実に推進する。 

イ．Ｍ字カーブ問題の解消等に向けたワーク・ライフ・バランス等の実現 

働く女性が増加する一方、М字カーブ問題等がいまだ解決されていない中

で、家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約（Ｉ

ＬＯ第 156 号条約）の趣旨も踏まえ、働きたい女性が仕事と子育て・介護等

の二者択一を迫られることなく働き続け、その能力を十分に発揮することが

できるよう、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕

事と生活の調和推進のための行動指針」（平成 19 年 12 月 18 日仕事と生活の

調和推進官民トップ会議策定）を踏まえ、長時間労働の削減や生産性の向上

に向けた効率的な働き方の推進等によるワーク・ライフ・バランス及びライ

フイベントに対応した多様で柔軟な働き方の実現を図る。 

併せて、パートナーである男性の子育て・介護等への参画及び女性が活躍

するための前提となる人材育成の在り方の見直しを推進するとともに、職場

マネジメントの在り方の調査研究及び好事例の情報提供を行う。 

＜必要な具体的な取組＞ 

①ワーク・ライフ・バランスの実現のための長時間労働の削減等  

・中小企業における月 60 時間を超える時間外労働に対する割増賃金率

（50％以上）の適用猶予の廃止、年次有給休暇の取得促進等を内容とす

る労働基準法等の改正案の早期成立を図るとともに、法定労働条件の履

行確保のための監督指導体制の充実強化を行う。 

・労働時間等設定改善指針の改正を検討し、休息時間（勤務間インターバ

ル）の設定、一定時刻以降の就業を禁止し、やむを得ない残業は始業前

の朝の時間帯に効率的に処理する「朝型の働き方」の導入、深夜業の回

数の制限等に関する労使の自主的な取組を促進する。 

・上記の状況や労使の意見を踏まえ、必要に応じて時間外労働に係る上限

規制や休息時間（勤務間インターバル）規制の導入、年次有給休暇等の

連続取得等を可能とする職場環境整備等、長時間労働の削減に向けた更

なる取組を検討する。 

・企業が主体的にワーク・ライフ・バランスを推進することができるよう、

生産性の向上に向けた効率的な働き方や妊娠・出産・育児期における職

場での配慮の在り方、年次有給休暇の取得促進等に関し、指針や好事例
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を提供するとともに、これらに積極的に取り組む企業を支援する。 

・過労死等の防止のための対策に関する大綱を踏まえた取組を着実に推進

するとともに、メンタルヘルスの確保等、職場における健康確保対策を

推進する。 

・女性活躍推進法に基づき、企業等における女性の活躍状況の把握・分析、

女性の採用・登用や勤続年数の男女差、ワーク・ライフ・バランス実現

のための長時間労働の削減等に関する目標設定、目標達成に向けた取組

や労働時間の状況を含めた女性の活躍状況に関する情報開示を促進する。 

・長時間労働の削減等の働き方改革に向け、夏の時期に「朝型勤務」や「フ

レックスタイム制」を推進し、夕方早くに職場を出るという生活スタイ

ルに変えていく国民運動「ゆう活（夏の生活スタイル変革）」を展開する。 

・各都道府県労働局に設置した「働き方改革推進本部」において、各地の

リーディングカンパニーに対して直接働きかけを行うとともに、「まち・

ひと・しごと創生」の観点から、地方公共団体が各地域の実情に応じた

「働き方改革」に取り組むことを支援する枠組みを構築する。 

・女性の活躍推進や男女のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた労働

環境整備を図るため、都道府県労働局における体制を整備・強化する。 

②ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の実現  

・多様で柔軟な働き方の実現に向けた企業の取組を促進する。 

・企業の経営者、業界単位の企業ネットワーク、経済団体等との連携を図

る。 

・働きやすく、働きながら安心して子供を産み育てられる環境を確保する

観点から、家庭、職場、保育が近接するコンパクトなまちづくり（コン

パクトシティ）の形成を推進する。 

・男女の多様な選択を可能とする育児・介護の支援基盤の整備を推進する。 

③男性の子育てへの参画の促進、介護休業・休暇の取得促進  

・男性が家事・育児等を自らのことと捉え、主体的に参画する動きを広め

るため、男性を対象とした啓発手法の開発・実施、男性のロールモデル

による活躍事例の発信、キャンペーンや顕彰を通じ、国民全体の気運の

醸成を図る。 

・世帯類型別（共働き世帯・専業主婦世帯等）の男性の育児休業取得状況

や配偶者出産休暇等の利用状況に関する調査を実施し、現状、低い割合

にとどまっている男性の育児休業取得率を高めるための実効性の高い方

策について検討を進めるなどにより、専業主婦世帯の夫も含めた育児休

業や子育て目的の休暇の取得促進等、男性が育児を行うことを促進する。 

・男性が子育てに参画しやすくなるための環境整備（ベビーベッド付男性

トイレの整備、交通機関での子供連れの乗客への配慮等）を推進する。 

・企業における男性社員の育児休業取得促進のための事業主へのインセン

ティブ付与や、取得状況の情報開示（見える化）を推進する。 

・高齢化の進展等を踏まえ、介護離職の防止に向けて、介護休業制度の従
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業員への周知強化、分割取得の在り方、介護期における柔軟な働き方の

推進策、介護休業取得時の経済的負担の在り方等、介護休業・休暇の取

得促進に向け、労働政策審議会での検討も踏まえ、法的措置も含めて必

要な対応を検討する。 

・育児休業等を理由とする男性に対する不利益取扱いをなくすため、企業

におけるハラスメント防止対策等を推進する。 

④女性が活躍するための前提となる人材育成  

・企業による女性の就業継続に向けた研修の実施等を支援する。 

・労働者の主体的な職業能力の開発及び向上を促進し、再就職時の職業能

力に基づいた評価にも資するよう、業界共通の職業能力評価の物差しと

なる技能検定を始め、企業・労働者双方に活用される職業能力評価制度

の整備、ジョブ・カードを活用したスキルの可視化（見える化）を推進

する 

ウ．雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進  

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（昭和 47 年法律第 113 号。以下「男女雇用機会均等法」という。）の基本

的理念である雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に向け

て、性別を理由とする採用・配置・昇格等における差別的取扱いやセクシ

ュアルハラスメント、マタニティハラスメント等が行われない職場づくり

を促進する。 

併せて、男女労働者の同一報酬に関する条約（ＩＬＯ第 100 号条約）の

趣旨を踏まえ、男女間賃金格差の解消に向けた取組を推進する。 

＜必要な具体的な取組＞ 

①男女雇用機会均等の更なる推進  

・男女雇用機会均等法の履行確保に取り組み、事業主が報告の求めに応

じない場合や、勧告をされたにもかかわらず違反を是正しない場合に

は、過料、企業名の公表等により同法の実効性を確保する。また、全

国どの地域においても企業への指導や労働者の救済が等しく円滑に行

われるよう、雇用均等行政と労働基準行政を始め各関係機関が連携を

図るとともに、都道府県労働局雇用均等室等の体制を強化する。 

・間接差別となり得る措置の範囲の見直し、コース別雇用管理について

の指針の策定等、平成 26 年７月に施行した改正後の男女雇用機会均等

法施行規則等の周知徹底を図る。 

・男女雇用機会均等法等の関係法令や、制度について、労使を始め社会

一般を対象として幅広く効果的に周知するとともに、学校等の教育機

関においても、男女が共同して社会に参画することの重要性等につい

ての指導を通じて、その制度等の趣旨の普及に努める。 

・男女雇用機会均等法等に基づく個別紛争解決の援助や相談体制の充実

を図る。 

・男女均等取扱いの一層の確保に向けて、男女差別の実態把握や要因分
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析のための検討を進め、間接差別となり得る措置の範囲の見直しにつ

いて検討を行う。 

・固定的性別役割分担意識が払拭され、女性が活躍しやすい環境となる

よう、女性活躍推進法の施行後３年の見直しを積極的に検討するとと

もに、男女雇用機会均等法の改正についても検討を進める。 

②男女間の賃金格差の解消  

・女性の職業生活において、意欲をもって能力を伸長・発揮できる環境

を整備するため、男女間に賃金格差が存在する現状に鑑み、公労使に

より賃金格差の是正に向けた検討を行う。また、「男女間の賃金格差解

消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」を踏まえ、企業に

おける男女間の賃金格差の状況の把握・分析と可視化（見える化）、公

正・明確・客観的な賃金制度及び評価制度の設計と透明性の確保、配

置・業務の与え方や教育訓練の在り方の見直し等を促進する。 

③女性に対する各種ハラスメントの防止  

・「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上

講ずべき措置についての指針」（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）

に基づき、企業におけるセクシュアルハラスメント防止対策を促進す

るとともに、性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアルハラスメ

ントの発生の原因や背景になり得ることも考慮しつつ、訴訟等の実例

も活用した啓発を行う。また、企業が必要な対策をとらず、是正指導

に応じない場合は、過料、企業名の公表等により、男女雇用機会均等

法の実効性を確保する。 

・「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める

事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」（平成 18 年厚生労

働省告示第 614 号）を踏まえ、企業におけるマタニティハラスメント

防止対策を促進するとともに、訴訟等の実例も活用した啓発を行う。

また、企業が必要な対策をとらず、是正指導に応じない場合は、過料、

企業名の公表等により、男女雇用機会均等法の実効性を確保する。ま

た、労働政策審議会での検討も踏まえ、法的対応も含め、事業主の取

組強化策を検討する。 

・労働基準法及び男女雇用機会均等法に基づく女性労働者の母性保護及

び母性健康管理の周知徹底を図る。 

・非正規雇用労働者も含めたセクシュアルハラスメント及びマタニティ

ハラスメントの実態を調査し、実効性の確保に向けた対策の強化を検

討する。その際、パワーハラスメントと複合している事案についても

配慮する。また、男女を問わず職業生活を営む上で障害となる、あら

ゆるハラスメントに一元的に対応する体制の整備について、事業主の

措置を促すことを検討する 

エ．ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正 

ポジティブ・アクションの推進等による職場における男女間格差の是正
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や、女性の能力発揮を促進する観点から、女性の活躍やワーク・ライフ・

バランスの実現に向けて積極的に取り組む企業の支援や、女性の参画が少

ない業界における就業の支援を行う。 

＜必要な具体的な取組＞ 

①女性の活躍状況の把握・分析、女性の採用・登用や勤続年数の男女差・

長時間労働の削減等に関する目標設定、目標達成に向けた取組、女性の

活躍状況に関する情報開示（見える化）等、女性活躍推進法に基づく取

組を含めた、女性の活躍推進に向けて国や地方公共団体・企業等が行う

取組を促進する。また、同法に基づく事業主行動計画の策定が努力義務

となっている中小企業への支援を行うとともに、例えば、業界横断的な

女性登用目標の設定等、各種業界団体の自主的な取組を促進する。 

②民間企業における女性管理職の中途採用を促進するための労働法令の解

釈・運用の見直しを行う。 

③各種の認定制度、表彰制度等を活用し、女性の活躍やワーク・ライフ・

バランスの実現に向けて積極的に取り組む企業を評価するとともに、「女

性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」を

踏まえた措置や各種の助成制度を活用し、企業における取組を一層促進

する。さらに、女性の活躍推進には、労働生産性の向上等を通じたワー

ク・ライフ・バランスの実現が重要であることから、企業の取組を促す

インセンティブとして、公共調達において、生産性、持続可能性等の高

いワーク・ライフ・バランス等を推進する企業について、不正な手段を

使った企業の受注を防止することを前提に、より幅広く評価する枠組み

の導入による受注機会の増大を図る。 

④企業における女性の活躍状況等を掲載する政府の情報公開サイトの一元

化・充実を推進するとともに、企業における女性の活躍状況や男女間の

格差を測る物差しとなる「見える化」支援ツールを提供するなど、企業

自らによる自社の現状の把握・分析を支援する。 

⑤有価証券報告書に掲載された女性役員に係る情報の集計及び開示（見え

る化）等の取組を通じ、女性の活躍に積極的に取り組む企業が評価され

るよう努める。 

⑥企業による女性の就業継続に向けた研修の実施等を支援する。 

・各々のライフプランニングやキャリア形成に総合的に対応した研修の

実施、メンター制度の導入、相談体制の整備を推進する。 

・育児をしつつ継続就業できる男女労働者を増やすため、育児休業等を

取得しても中長期的に処遇上の差を取り戻すこと、職務上の経験を積

むことが可能となるような人事配置、教育訓練、昇進基準及び人事評

価制度の見直しの奨励、職場マネジメントの調査研究及び好事例の提

供を行う。 

⑦ライフプランに応じた上位職へのキャリアパスの明確化、メンタリング

を含むキャリア形成支援プログラムの開発・実施、女性管理職のネット
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ワークの構築等の取組を通じ、企業による女性の役員・管理職の育成に

向けた取組を支援する。 

⑧学校等における女子学生等を対象とした次代を担う人材育成プログラム

の開発・実施を促進する。 

⑨建設業、造船業、運輸業等の女性の参画が進んでいない業種での、女性

の就業及び定着を促進するとともに、これらの業種に限らず、中小企業

も含めて働きやすい職場環境の整備等を支援する。 

⑩地方公共団体及び地方経済団体のトップに対して、地域の企業における

女性の活躍推進に向けた取組を要請するとともに、その取組を支援する。 

⑪諸外国における女性の活躍推進に向けた様々な取組の内容や影響等につ

いて、詳細を把握・分析し、我が国の取組への示唆を得る 

オ．非正規雇用労働者の処遇改善、正社員への転換の支援 

パートタイム労働等の非正規雇用は、多様な就業ニーズに応えるという

積極的な意義もある一方、男性に比べ女性の方が雇用者に占める非正規雇

用の割合が高いことが女性が貧困に陥りやすい背景の一つとなっているほ

か、正社員と非正規雇用労働者の間の格差が男女間の格差の一因になって

いるとの指摘もある。 

このため、同一価値労働同一賃金に向けた均等・均衡待遇の推進の取組

としてパートタイム労働者と正社員との均等・均衡待遇の推進等、非正規

雇用労働者の処遇改善や正社員への転換に向けた取組を推進する。 

＜必要な具体的な取組＞ 

①同一価値労働同一賃金に向けた均等・均衡待遇の取組や正社員への 

転換に向けた取組の推進 

・同一価値労働同一賃金に向けた均等・均衡待遇の推進の取組として、

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第 76

号。以下「パートタイム労働法」という。）に基づき、パートタイム労

働者と通常の労働者の均等・均衡のとれた待遇を推進する。事業主が

報告の求めに応じない場合や、勧告にもかかわらず違反を是正しない

場合には、過料、企業名の公表等により、同法の実効性を確保する。

さらに、パートタイム労働法改正時の附帯決議にも留意し、法施行の

状況を見つつ、必要に応じて、均等・均衡待遇に向けた更なる取組を

検討する。 

また、企業による能力開発機会の提供を促進するとともに、職務分析・

職務評価の実施や賃金テーブルの正社員水準への一元化等、均等・均

衡待遇を実現する賃金制度の導入を促進するため、ガイドラインやマ

ニュアルの提示、助成措置等により企業の取組を支援する。さらに、

ガイドライン等の利用状況等を踏まえ、必要に応じてその内容の改善

について検討する。 

・ 低賃金の引上げのための環境整備を図る。 

・非正規雇用労働者の正社員への転換、企業内でのキャリアアップ、企
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業の枠を超えたキャリアアップを図るため、労働者の選択に応じた職

業能力開発機会の確保、キャリア・コンサルティングの推進によるサ

ポート体制を整備する。 

②公正な処遇が図られた多様な働き方の普及・推進  

・有期契約労働者について、労働契約法（平成 19 年法律第 128 号）に規

定されている無期労働契約への転換、雇止め法理及び不合理な労働条

件の禁止の周知徹底を図る。また、派遣労働者について、労働者派遣

事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和

60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。）に基づき、派遣先

の労働者との待遇の均衡等を図るとともに、正社員化を含むキャリア

アップの支援や派遣労働者に対する雇用安定措置等を通じた一層の雇

用の安定と保護等を図る。 

・非正規雇用労働者の産前産後休業、育児休業及び介護休業の法制度の

内容について、非正規雇用労働者及び事業主に対する周知・徹底を行

うとともに、利用環境を改善する。さらに、企業に対するインセンテ

ィブの充実等を行う期間雇用者育児休業取得促進プログラムの実施に

より、非正規雇用労働者の継続就業支援を行う。 

・短時間労働者への被用者保険の適用を拡大するなど、セーフティネッ

トを強化するとともに、産前産後休業や育児休業における保険料免除

等の経済的援助の拡大を検討する。 

・非正規雇用労働者も含めたセクシュアルハラスメント及びマタニティ

ハラスメントの実態を調査し、実効性の確保に向けた対策の強化を検

討する。その際、パワーハラスメントと複合している事案についても

配慮する。 

・非正規雇用労働者の正社員への転換等を促進するため、正社員転換・

待遇改善に関する計画を策定するとともに、助成等により企業の取組

を支援する。 

・多様で柔軟な働き方を推進するため、勤務地・職務・勤務時間を限定

した多様な正社員制度を導入する企業に対する支援、労働条件の明示

やいわゆる正社員との相互転換・均衡処遇等の雇用管理上の留意点の

周知及び多様な正社員モデルの普及・啓発を推進する。 

・正社員と非正規雇用労働者の待遇の均衡等の問題を検討する中で、パ

ートタイム労働者、有期契約労働者、派遣労働者等の間で施策におい

て合理的でない差が生じることのないよう対策を講ずる。 

・行政機関で働く非常勤職員について、育児休業や介護休暇等の制度の

周知・普及を図るとともに、非常勤職員の制度の趣旨、勤務の内容に

応じた処遇が確保されるよう、引き続き配慮や助言を行う。 

カ．再就職、起業、自営業等における支援  

多様な生き方、働き方があることを前提に、各人がそれぞれの生き方を

選択する際に、職業生活においてもその能力を十分に発揮できるようにす
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ることが必要である。 

このため、子育て・介護等により離職した者の再就職や起業の支援、自

営業等における就業環境の整備を推進する。 

＜必要な具体的な取組＞ 

①再就職等に向けた支援  

・子育てをしながら就業を目指す女性等の支援拠点「マザーズハローワ

ーク」、「マザーズコーナー」等を各地域にきめ細かく配置する。 

・子育て・介護等との両立が可能な職業訓練（公的職業訓練における短

時間訓練コースや訓練受講の際の託児サービス支援の推進）や職業紹

介の実施、各種助成金の活用や中小企業の人材確保のための女性（主

婦等）等多様な人材と中小企業とのマッチングから定着までの一貫支

援など、子育て・介護等との両立やキャリアブランクに配慮した多様

な再就職等の支援を推進する。 

・介護・看護・保育等の分野の求職者への支援、保育士・看護師等の復

職支援など、専門資格等をいかした再就職の支援を推進する。 

・大学や専修学校等と産業界が協働し、再就職希望者を含む社会人等の

就労、キャリアアップ、キャリア転換に必要な実践的な知識・技術・

技能を身に付けるための取組を推進し、学び直し等の充実を図る。 

・子育て期のワーク・ライフ・バランス実現のため、転勤の実態につい

て調査を行い、その結果も踏まえて、企業の経営判断に配慮しつつ、

労働者の仕事と家庭生活の両立に資する「転勤に関する雇用管理のポ

イント（仮称）」の策定を目指す。 

②起業に向けた支援  

・起業に係る女性特有の課題を踏まえ、事業の立上げから運営までをワ

ンストップで支援する仕組みのほか、事業活動の高度化に向けて、例

えば、保証や担保等に必要以上に依存しない信用付与、経営面や事業

面におけるメンターによる支援等、民間金融機関や民間企業による多

面的な支援の在り方を検討する。 

・女性起業家が利用できる低利融資や補助等の女性起業家に対する資金

面・事業活動面での支援の充実を図るとともに、情報発信を進める。 

③自営業等における就業環境の整備  

・商工業等の自営業における家族従業者の実態を踏まえ、女性が家族従

業者として果たしている役割が適切に評価されるよう、税制等の各種

制度の在り方を検討するとともに、働き過ぎの防止等に向けた就業環

境に関する調査を行うことを検討する。 

・家内労働手帳の普及、工賃支払の確保、 低工賃の決定及び周知、労

災保険特別加入の促進等により家内労働者の労働条件の改善を図る。 
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（４）第 4 次男女共同参画基本計画の達成度評価 

※「男女共同参画会議（第 61 回）」（令和 2 年 11 月）資料 

第 4 次男女共同参画基本計画の達成度評価は、次の通りである。 
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（５）神戸市における男女共同参画社会の実現に向けた現状と課題 

※神戸市男女共同参画計画（第 5 次） 

「神戸市男女共同参画計画（第 5 次）」によると、男女共同参画社会の実現

に向けた現状と課題（女性の自立に係る部分）は、次のとおりとされている。 

 

ア．意識 

固定的な性別役割分担意識やそれに基づく社会の制度や慣行等は、男女共

同参画社会の形成、くらし方や働き方に大きく影響するとされ、理解の促進

や意識改革につながる取り組みが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．就業分野における男女共同参画 

配偶者の有無によって女性の就業状況は異なるほか、管理職の割合や所得

状況に男女差があるなど就業分野でのさらなる取り組みが必要である。 
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ウ．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の状況 

ワーク・ライフ・バランスの希望がかなわず、家事・育児等の負担は女性

に偏っている。誰もが仕事と家庭や地域での生活を両立できる環境づくりが

必要である。 
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２．生活困難を抱えた女性の自立に関する問題点と課題 

 

（１）生活困難に陥る理由の考察 

※「生活困難を抱える男女に関する検討会報告書」（男女共同参画局、2010） 

※平成 29 年就業構造基本調査 

※厚生労働省「平成 28 年度全国ひとり親世帯等調査（ひとり親世帯になった時の

親及び末子の年齢）,2016」 

※「ひとり親家庭等実態調査」（平成 31 年 3 月、神戸市） 

「生活困難を抱える男女に関する検討会報告書」（男女共同参画局、2010）

によると、生活困難に陥る理由として、次の通り考察されている。ここでは、

女性を中心にみていく。 

ア．ひとり暮らしの経済的困難 

ひとり暮らし世帯の経済的困難はどの層において顕著に見られるのか。次

図はひとり暮らしの貧困率を年齢階層別に男女ごとにみた結果である。どの

年齢層でもジェンダー差は大きく、特に 80 代以上の高齢層で貧困率のジェン

ダー差が大きい。 

ひとり暮らしの貧困率は、男女ともに 10 代と 60 代以上の高齢層で高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同様に、年齢階層別のひとり暮らしの男女別貧困率を時系列的にみたのが

次図である。1992 年から 2007 年の 15 年間にかけて、10 代ひとり暮らしと

60 代以上ひとり暮らしの間の貧困率が高いパターンに大きな変化はない。 

貧困率と有業率の関係については時系列的な変化が認められないが、10 代

の若年層をみると、有業率がそれほど低くないにも関わらず貧困率が相対的

に高い。いわゆるワーキングプアとしての若年労働者が少なからず存在する

ことが示唆されており、特に、2000 年に入ってから 10 代ひとり暮らしの貧

困率が上昇していることから、ワーキングプアの状況は「失われた 10 年」の

後半時期に既に存在していたことがうかがわれる。 
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ひとり暮らしにいたるライフコースはいかがなものか。「図 ひとり暮らし

の配偶関係別貧困率（男女別）」は、ひとり暮らしの配偶関係別貧困率を男女

別に検討したものである。まず男性の 2007 年結果からみると、男性未婚者の

ひとり暮らし貧困率の方が離死別者よりも高い。一方女性については、男性

とは違って、未婚者よりも離死別者の貧困率が高い。 

男性は年齢が上がるにつれて、ひとり暮らし貧困率が上昇するのに対し、

女性は若年と高齢層に高いＵ字型を呈する。有業率については、女性ひとり

暮らし離死別者の貧困率が高い一方で、有業率は未婚者よりも高い。おそら

くこれら離死別者の中には子どもを抱える母子家庭が含まれることが考えら

れる。 

「図 ひとり暮らしの配偶関係別の貧困率の変化の大きさ」は、ひとり暮

らしの配偶関係別に貧困率の変化の大きさをみたものである。○で囲んだと

ころに比較的大きな変化が認められる。それは、男性 20 代の間で、未婚者、

離死別者双方に貧困率の上昇が見られ、女性 20 代の間では特に離死別者の間

で貧困率の上昇が見られた。若くして離別したものの中には、10 代に妊娠し

て結婚したものも多いと想定され、それらが離婚に陥る場合には、多くに経

済的困難が付随することが本結果から想像される。女性離死別者の経済的困

難の高さは明らかであるが、特に若年の離死別女性への経済的援助、そして

また子育て支援が求められる。 
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図 ひとり暮らしの配偶関係別貧困率（男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ひとり暮らしの配偶関係別の貧困率の変化の大きさ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．ひとり親世帯の経済的困難 

女性についてみると、有配偶女性の無業率と非正規雇用率が交差するか

たちで年齢が高くなるにつれて明確に変化することがわかる。20 代、30

代の子どもが幼いころは無業あるいはせいぜい働いても非正規雇用にあり、

子どもが大きくなるとパートという非正規雇用で労働市場へと参入する。
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このようなモデルが次図からも容易に想像できる。一方、母子世帯につい

ては、非正規就労割合が年代に関らず過半数を占めており、非正規就労で

家計を支える母子世帯の姿が想定される。これがまさに、ワーキングプア

としての母子家庭の構造的背景ともいえる。また、母子家庭の無業率も年

代を通して一定割合存在しており、母子家庭の厳しい経済状況が明らかで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次図は、男女別に配偶者の有無別、子どものいる世帯の貧困率である。

母子世帯は若年層において貧困率が 80%と極めて高く、厳しい経済状況が

再確認される。貧困率そのものは年代が上がるにつれて低下するものの、

母子家庭の貧困率は相対的に高い。 

若年で世帯を構えるものにとって経済的リスクは高く、それは男女にか

かわらず該当するが、ひとり親にいたっては、ジェンダー差が大きくなり、

母子家庭の高い貧困率は明らかで、母子世帯に対して特に経済的支援の緊

急性が高い。 
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ウ．若年夫婦の経済困難 

次図は、10 代、20 代前半の既婚者を対象に就労状況を男女別にみたもの

である。 

男性の 4 分の 3 以上がフルタイムの仕事についている一方で、女性の過

半数は無業である。若年既婚女性のフルタイム就労率は 17%で、同程度の

女性はパートタイムの仕事についている。10 代、20 代前半の若年男女のう

ち、子どものいる核家族世帯の貧困率は 29.8%で、その中で貧困にある若

年男女の就労分布をみると、男性の 4 分の 3 はフルタイム就労についてい

るが女性の 8 割以上の多数派が無業にある。幼い子を抱え、夫一人の決し

て十分とはいえない収入で家計を支える家族がおり、そこではまさに安価

で質の高い子育て支援が求められている。 
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（２）生活困難を抱えた女性の自立に係る課題 

前項の生活困難に陥る理由の考察より、次のような課題が挙げられる。 

【課題】 

①ひとり暮らしの女性

・特に若年の離死別女性への就労支援や経済的援助が必要である。

・有業率がそれほど低くないにも関わらず貧困率が相対的に高いことか

ら、いわゆるワーキングプアとしての若年労働者への対策が必要であ

る。 

・女性は、若年とともに高齢層で貧困率が上昇。高齢層への就労支援や

経済的支援が必要である。 

②母子世帯

・母子家庭における就労率は高いが、中身は非正規である。ワーキング

プアの代表である母子家庭への経済的支援はもちろんのこと、子ども

たちへの教育支援を同時に提供するより総合的な取り組みが必要であ

る。 

③若年夫婦

・貧困にある若年夫婦の女性の 8 割以上が無業にあることから、安価で

質の高い子育て支援が求められる。 
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３．就業等に大きな影響を与え得る税制や社会保障制度について 

パートで働く人主婦・主夫に関係する扶養控除には、健康保険や厚生年金な

どの「社会保険上の扶養控除」と、配偶者控除・配偶者特別控除の「税制上の

扶養控除」の２つがある。パートで扶養内に収めるには、それぞれ年収の上限

額の基準が設けられており、その年収上限のことを通称「〇〇万円の壁」と呼

ばれている。仮に、扶養する人を夫、扶養に入る人を妻とした場合、夫の社会

保険の扶養に入ると、妻の保険料を自身で負担することなく夫の社会保険に入

ることができる。多くの場合、同時に配偶者控除・特別控除も適用されるため、

夫の所得税や住民税の負担も軽くなる。パートで働く人の中には社会保険の扶

養や税金の扶養控除を受けられる扶養範囲内で働きたいと考える人も多くいる。

どちらも年収が一定の額を超えると扶養から外れることとなる。そのため、就

業の拡大に大きな影響を与え得る税制、社会保障制度として、見直し検討がな

されてきた経緯がある。 

（１）短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲のあり方について 

参考資料：「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」における議論の

とりまとめ（2019（令和元）年９月 20 日、働き方の多様化を踏まえた社会保険の

対応に関する懇談会） 

「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」において、短

時間労働者に対する被用者保険の適用範囲のあり方について、次の通り．今

後の検討していく必要がある事項の方向性が示されている。 

ア．基本的な考え方 

被用者保険の適用範囲に関しては、本来、雇用形態や企業規模の違いによ

って適用の有無が異なることは働く者にとって不合理であり、被用者保険適

用によって働く者にふさわしい保障を実現していくことが肝要との視点が示

された。 

・短時間労働者に対する適用拡大については、まず、働き方により中立的な

制度体系を実現する意義がある。 

・国民年金第１号被保険者で低年金リスクを抱える者の将来の年金権の確保

につながることから、単身女性世帯やいわゆる就職氷河期世代を含む将来

の無年金・低年金リスクを有する人々のための貧困対策・老後の安心確保

としても重要 

・健康保険については傷病手当金や出産手当金を受け取れるようになるなど

労働者にとっての利点が大きく、速やかに取り組むべき 

・企業にとっても、長期的には従業員の処遇を改善していくことがプラスで

ある。 

イ．適用拡大の具体的な進め方について 

懇談会では、被用者として働く者については被用者保険に加入するという

基本的考え方が示された。また、具体的な適用拡大の進め方については、人

手不足や社会保険料負担を通じた企業経営への影響等に留意しつつ、丁寧な
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検討を行う必要性が示された。 

・適用拡大の具体的な進め方については、被用者保険適用に伴う事業者負担

や業種による負担差のほか、 低賃金の引上げ等の制度改正や、社会保険

料負担増、人手不足、働き方改革への対応、消費税増税分の価格転嫁等の

経済社会情勢の動向による影響を含む中小事業者の厳しい実情についても

総合的に勘案しつつ検討する必要がある。 

・保険料負担を含む人件費の趨勢的増加に事業者が対応できるよう、中小企

業の生産性向上に向けた総合的な方策や支援策について関係省庁が連携し

て中長期的に議論していくべき。 

ウ．適用拡大の対象企業の範囲 

企業規模要件については、被用者にふさわしい保障の確保や経済活動への

中立性の維持、法律上経過措置としての規定となっていることなどの観点か

ら、本来的な制度のあり方としては撤廃すべきものであるとの位置づけで対

象を拡大していく必要性が示された。また、現実的な問題として、事業者負

担の大きさを考慮した上で、負担が過重なものとならないよう、施行の時期・

あり方等における配慮や支援措置の必要性について指摘された。 

エ．適用対象となる短時間労働者の範囲 

①労働時間要件

週の所定労働時間が 20 時間以上という労働時間要件については、一定以

上の給与収入のある者には被用者保険を適用するという原則に基づいて、

20 時間という数字の妥当性も含め要件のあり方を検討すべきとの意見が

あった一方、基準を引き下げれば労働時間を減らす誘因になってしまう恐

れがあるとの意見、20 時間という数字は雇用保険も同様で、被用者性の基

準として分かりやすいという意義があるとの意見もあり、全体としては、

まずは週労働時間 20 時間以上の者への適用拡大の検討を優先的課題とす

る共通認識が窺われた。 

こうした議論を通じて、労働時間要件については、被用者にふさわしい

保障を確保する趣旨を踏まえつつ、他の論点との優先順位や短時間労働者

の就業に与える影響等も慎重に考慮した検討の必要性が示された。 

②賃金要件

月額賃金が 8.8 万円以上という賃金要件は、国民年金第１号被保険者の

負担や給付の水準とのバランスを図る観点から設けられた要件である。 

賃金要件については、都市部と地方の間の賃金水準の差異によって、同

じ労働時間でも被用者保険の適用に差異が生じるため不公平との意見や、

労働時間要件に加えて賃金要件があると二重の要件となり複雑であるとの

意見、賃金要件が就業調整の基準として強く意識されているとの意見があ

り、見直しを検討すべきとの主張があった。また、労働時間要件または賃

金要件のいずれかに該当すれば適用となるよう見直すべきとの意見があっ

た。 

一方で、月額賃金 8.8 万円未満の短時間労働者は、国民年金第３号被保
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険者を高い割合で含むなど、8.8 万円以上の短時間労働者と性質が異なる

ことも示されたほか、国民年金第１号被保険者の負担及び給付とのバラン

スの観点を踏まえれば、現行の基準を維持すべきとの意見もあった。 

さらに、 低賃金の推移を見ると、近いうちに週 20 時間労働で当然に月

額 8.8 万円を超えてくることも想定されることから、今次改正で賃金要件

の見直しを行う必要性を疑問視する意見も呈された。 

こうした議論を通じて、賃金要件については、就業調整の要因となるな

ど課題も示された一方、国民年金第１号被保険者とのバランスや、短時間

労働者の就業に与える影響、賃金要件と 低賃金の水準との関係を踏まえ

て、制度の見直しの緊要性の程度も念頭に置いた検討の必要性が示された。 

③国民年金第３号被保険者制度

国民年金第３号被保険者制度は、第２号被保険者に扶養される配偶者自

身を国民年金の被保険者とし、基礎年金を保障することで、女性の年金権

を確立する上で大きな役割を果たしてきている。その一方、健康保険の被

扶養配偶者・国民年金第３号被保険者は、自ら追加的な保険料を負担する

必要がないため、被扶養者認定基準（現在は年収 130 万円未満）を意識し

た就業調整が行われることになり、短時間就労する女性の働き方に大きな

影響を与えてきたとの指摘がある。 

これまでの適用拡大に対する健康保険の被扶養配偶者・国民年金第３号

被保険者の対応について見ると、適用を回避するために働く時間を短くす

る動きも一定程度見られたものの、適用を受容した上で、この機会に働く

時間を延ばす動きも相応に確認されており、適用拡大が、被扶養配偶者・

第３号被保険者として年収 130 万円未満の就労を選択していた者の能力発

揮の機会を広げる上で一定の効果を上げたと考えられる。 

懇談会での議論においても、被扶養配偶者・第３号被保険者自ら被用者

保険に加入することにより、一層充実した保障を受けられるようになった

ほか、被用者による支え合いの仕組みに自ら参加することで、労働者とし

ての意識向上にもつながったのではないか、また、こうした影響について

普及、啓発していく必要があるのではないかとの意見があった。 

一方で、被扶養配偶者・第３号被保険者は、子育てや介護といった事情

がある者、配偶者の扶養の範囲内で就労を希望する者など多様な属性の者

が存在するため、本人の事情と希望に応じて柔軟に対応できる仕組みを考

えていく必要があるとの意見もあった。 

こうした議論を通じて、健康保険の被扶養配偶者・国民年金第３号被保

険者制度については、働き方やライフスタイルの選択を阻害しない制度と

するため、まずは更なる適用拡大を通じて、ある程度働く短時間労働者に

ついては被用者保険に加入する形を目指しつつ、制度のあり方についての

将来像を議論していく必要性が指摘された。 



97 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 



100 

（２）配偶者控除・配偶者特別控除について 

参考資料：「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」

（平成 28 年 11 月 14 日、税制調査会） 

配偶者控除や配偶者特別控除が創設された時代と比較すると、正社員の終

身雇用・年功賃金を中核とする雇用システムの構造変化を背景に、男性の雇

用者と無職の妻からなる「片働き世帯」は減少する一方で、「共働き世帯」、

特に、「夫フルタイム・妻パートタイムの世帯」が増加している。 

また、今後も生産年齢人口の減少が続くと見込まれる中で、働きたい女性

が働きやすい環境づくりが重要となる。このように、人々の働き方や家族の

あり方などを巡る状況も大きく変化している中、意欲、個性や能力に応じて

希望を持って働くことができるシステムの構築が求められているが、配偶者

控除について、「片働き世帯」が一方的に優遇されていることは不公平ではな

いかとの指摘がある。 

また、「パート世帯」においては、配偶者が基礎控除の適用を受けるととも

に納税者本人も配偶者控除の適用を受けている（いわゆる「二重の控除」が

行われている）ため、「片働き世帯」や「共働き世帯」よりも控除額の合計額

が多く、アンバランスが生じているとの指摘がある。 

就業調整との関連では、配偶者特別控除の導入により、配偶者の給与収入

が 103 万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、

税制上、いわゆる「103 万円の壁」は解消している。 

他方で、配偶者特別控除の導入後も、配偶者が就業時間を調整することに

より、納税者本人に配偶者控除が適用される 103 万円以内にパート収入を抑

える傾向があるとの指摘がある。こうした傾向の要因として、配偶者控除に

係る「103 万円」という水準が企業の配偶者手当の支給基準として援用され

ているためではないか、また、いわゆる「103 万円の壁」が引き続き心理的

な壁として作用しているためではないか、といった指摘もなされている。 

働き方の選択に対して中立的な仕組みの構築に向けて、家族や働き方等を

巡る状況の変化を踏まえ、これからの社会によりふさわしい税制を構築する

観点から、税制面で更なる見直しを進めていくことが必要である。 
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